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こ
」

な
お
、

一ヘ
J
t
ハ
の
か
町
判
に
反
し
な
パ
限
り
」

公
民
の
が
祉
」
を
百
六
現
す
る
た
め
の

υ

乙
い
う
山
η
保
が
つ
い
て
川
る
か
ら
乙
い
ノ
て
、

法
・
行
ば
で
あ
れ
ば
比
例
原
別
主
免
れ
る
と
レ
う
わ
け
で
は
な
レ
じ
一
公
立
ハ
の
福
祉

に
よ
る
引
約
の
釘
叫
十
一
最
小
出
に
と
ど
め
る
日
」

と
も
正
行
、
比
例
以
引
の
説
請
す
る
と
こ
ろ
で
た
る
η

な
ぜ
な
ら
、

公
共
の
福
祉

と
レ
う
概
念
口
体
が
、
幸
一
一
追
求
俸
に
川
J

表、九
r

れ
る
臼
民
心
人
権
主
回
収
ト
人
間
以
に
付
以
し
つ
つ
れ
政
日
的
存
ピ
実
説
寸
る
、
と
い
う
パ
フ
ン
ス
を
嬰
求
「
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
て
一
あ

る（

1
、
納
税
吾
川
市
の
1

ス
ト
が
不
合
引
に
過
大
で
あ
っ
て
は
な
ら
は
い
こ
と

絞
視
は
J
U
L
Y

、
仏
り
国
の
財
政
J
K
確
保
す
る
と
い
h

「
公
共
の
恒
川

国
民
か
、
？
は
れ
ば
攻
っ
た
ど
日

に
〈
H

殺
す
る
が
、

「
公
共
の
制

社
」
い
か
凶
一
6

＋
八
ト
ゆ
る
わ
け
で
は
伝
い
じ
土
台
、
同
一
知
を
役
引
な
す
る
場
〈
円
で
あ
っ
て
も
、
と
の
一
士
つ
な
J
J
作
山
内
心

A
Mー
す
る
か
に
、
士
り
、
プ
課

税
ー
リ
川
附
の
コ
ス
ト
j
h

異
な
る
が
、
油
明
弘
者
で
あ
る
国
民
の
州
問
の
コ
ス
ト

7Aけ
、
な
り
う
る

J

州
ザ
一
一
干
の
間
乙
し
て
は
、
最
小
限
の
コ
ス
ト

ニ
ー
三
和
＼
臼
の
財
政
投
入
を
最
人
化
す
る
、

τ）
と
な
る
が
、
国
民
の
側
か
ら
ト
f
れ
ば
、
川
簡
を
課
税
手
れ
る

ぬ
ム
ロ
と
あ
っ
と
も
、
現
ハ
ス
一
け
キ
日
に
お
＼
…
は
す
変
化
が
最
小
限
C
占
め
る
よ
う
な
手
法
が
胡
ま
し
い
こ
と
は
一
J

う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
で
「
な

1
法
が
望
主
し
い
と
ゴ
つ
だ
け
で
は
な
い
。
一
税
負
出
ー
与
は
、
干
一
純
に
課
税
処
分
に
ょ
っ
と
不
さ
れ
f
全
部
こ
可
哀

で
は
ヨ
レ
し
伺
一
人
口
一
晴
川
町
や
安
若
立
で
は
宅
慮

1
f
な
レ
も
の
の
、
京
税
に
よ
り
句
、
人
の
ぺ
活
環
境
が
客
観
的
に
被
る
ダ
メ

l
、J
J
2
4
h
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L

ぺ
、
税
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
、
）
て
も
「
税
に
伴
ム
負
担
の
円
引
を
な
す
ζ

一
行
人
ノ
べ
き
で
あ
ろ
う

v

認
税

E
的
ー
を
だ
現
〕
つ
？
ぇ

こ
の
よ
う
な
同
氏
心
気
析
を
京
ム
門
法
に
過
大
に
し
な
い
た
め
に
き
め
の
細
か
い
州
川
町
P
C
処
分
を
行
う
」
こ
が
、
課
税
庁
の
武
芸
権
行
使

に
際
1

J

て
裟
請
さ
れ
る
の
で
あ
る

川
小
ト
の
意
味
で
の
比
例
似
則
ー
を
、
本
件
課
税
庁
は
通
J
J
じ
て
け
た
で
あ
ろ
う
子
。

方
で
は
換
慨
ゲ
ミ
と
は
い
｝
｝
と
を
河
市
川
に
物

約
七
古
認
パ
め
ず
、
他
行
ベ
で
、
泊
中
一
川
L
う
る

じ
て
高
級
の
訣
悦
処
分
台
？
？
る
と
い
う
状
況
は
、
九
体
、
〈
し
て
、
庄
の
伎
町
伐
の

十
ん
を
や
げ
る
、
」
と
の
み
を
公
共
心
一
市
付

む
有
パ
ハ
で
あ
る
か
正
こ
と
く
に
誤
解
L
、
比
例
以
却
を
没

n
d
r】

I
G
も
の
と
口
わ
さ
る
を
作

ヘ
う

w

パ
ー
で
あ
る

4 

円
仏
白
財
産
制
皮
の
制
反
的
保
障
憲
、
広
九
条

ー
）
説
税
と
刻
定
権
保
持
の
関
係

国
え
は
制
似
の
晶
子
入
訟
を
古
ー
す
る
が
、

ん
但
は
凶
況
に
終
済
的
負
担
2

ど
及
ぼ
す
か
、
り
、

ゆ
き
す
き
に
一
点
山
創
刊
lv
い
い
な
っ
び
に
課
税
行
政
は
、

店

法

九

条

項

ド

1

門
店
、
〕
亡
は
な
り
な
い
と
す
る
肘
則
定
ぬ
保
障
に
以
す
る
場
企
が
あ
り
う
る
と
号
、
え
ら
れ
る
「

寸7

こ
の
庁
、
わ
が
凶
で
け
学
説
山
J
3
1
チ

J

い
が
、

ド
f
y
で
は
連
邦
蛍
法
裁
判
所
第
一

法
必
一

λ
九
斗
年
六
月

ヨ問
H
I八
日
市
’

！

、

1
1

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

権
似
降
｛
ド
イ

y
H栴
本
法
制
条

J

を
松
川
叫
に

て
叫
出
廷
税
を
却
す
J

場
合
に
、
悦
押
す
子

h
r
tこ
斗
心
パ
セ
／
卜
以
「

片山

d
ま
る
べ
き
し
f
と
を
志
法
L
L
の
出
ナ
メ
請
と
1
V

－1
－
市
い
て
い
る
ζ

こ
ろ
で
あ
る

荒
川
以
古
川
夫
・

μ
渋
江

ド
イ
ツ
の
長
新
パ
青
山

八
九
訂
二
九
回

rn。
ζ
h
わ
け
二
九

C
、

法
川
恢
一

一
九

H
（
（
九
九
九
午
、
信
山
利
ニ
n

す
な
わ
ち
、
か
の
庄
で
は
、
説
が
肘

産
慌
似
陪
乙
ぶ
つ
か
り
合
う
叶
山
花
牲
が
認
め
ら
れ
て
、
る
け
で
あ
川
、
、
｝
の
い
～
r
H
け
に
は
わ

h
E
Jり
刊
に
う
に
妨
げ
は
な
っ

同
憲
法
政
判
断

I

判
決
は
、
対
佳
品
作
用
パ
降
、
β
私
的
州
出
に
奉
行
ゲ
る
と
何
時
に
、
税
負
担
を
流
じ

な一泊、

九ノ

E
tこ
々
や
士
L
3
己

／

l占ヌ

T
K
一d
f
l
i

財
珪
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も
の
で
ふ
け
れ
ば
な
、
り
な
い
、
と
い
う
ド
イ
〆
に
特
有
の
財
ぷ
権
の
J

ペ
ー
ム
目
的
機
限
前
宮
前
提
と
、
二
l

－
い
る
た
め
、
よ
り
川
間
完
M
刊
保
障
ピ

叫究ノ I-

っ
き
円
山
内
権
的
な
人
権
と
し
こ
の
性
科
↓
争
認
め
る
と
閑
却
さ
れ
る

E
i小川士山
U

作
の
岬
押
収
ζ
1
ぶ
ー
、
は
、
合
一
画
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
あ

る
い
は
滴
切
で
な
い
か
本
し
れ
山
い
。
し
か
し
な
が
え

即
応
怪
の
什
会
的
機
誌
の
ゆ
え
に
、

そ
の
制
約
が
ぶ
範
に
許
容
さ
れ
る
ド
イ

ツ
茶
本
法
心
財
t
F
A
惟
伝
障
に
お
い
に
す
い

d

一、

μい
の
州
内
税
持
が
川
町
産
神
保
障
が

F
Z
J

る
と
こ
ろ
の
伸
明
人
心
人
拾
や
生
活
を
破
防
情
し
な
い
よ
う

一
定
の
荷
J
H
め
が
J
d
t
J
つ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

～
。
一
制
度
品
市
山
保
停
説

日
本
同
憲

U
C
解
釈
と
し
こ
は
、

叶
川
並
懐
中
叫
注

um制
人
の
人
格
的
’
h
作

条
参
凶
）
に
物
理
的
基
盤
を
擬
供
す
る
も
mv
で

あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
引
払
有
山
川
床
制
度
が
一
九
条
一
川
引
に
お
い
て
保
障
さ
れ
し
い
る
と
間
三
れ
て
い
る
ミ
と
か
ら

一
、
多
民
、
水
れ
林
伝
達

窓
円
附
け
同
裁
1

犬
伝
廷
判
決

謀
説

vTυ
・
部
叫
ん
悦
行
政
に
十
J
L
9
る
引
淳
権
保
玲

同
ね
た

4
問
片
一
一
一
一
ヨ
民
渠
同
一
な
一
一
！
寸
同
コ
一
八
十
民

か
ら
の
限
界
ど
導
き
出
ナ
こ
と
が
で
き
る
υ

と
の
う
ち
、
別
注
佐
保
持
と
個
人
心
r凶
作
と
の
悶
係
に
つ
い
て
は
、
光
に
比
例
原
則
に
つ

し
て
検
討
げ
た
内
科
が
ほ
ほ
そ
の
ま
士
引
で
は
ま
る
い
？
な
わ
ち
、
川
は
似
税
J

ス
ト
生
以
小
L

ぺ
す
る
こ
と
の
み
ー
を
指
向
す
る
一
山
士
り
、

回
以
の
個
人
の
目
作
に
芸
人
以
制
約
を
及
ロ
す
が
宗
と
た
る
仮
説
h
寸い
j

之
さ
効
に
選
択
す
る
こ
、
と
が
あ
っ
亡
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
c

制
定
的
保
障
説
4
ー
は
そ
も
そ
ヰ

（
イ
）
川
一
談
窓
法
規
制
が
制
定
汀
休
心
答
飢
的
保
障
て
あ
っ
て
士
献
的
椛
利
の
保
障
で
は
な
い
〉
一

い
つ
h

一こ

r
（
口
）
当
山
時
制
去
の
核
心
日
分
は
り
法
に
よ
る
侵
害
か
り
保
護
さ
れ
て
い
る
が
周
辺
的
部
分
は
そ
つ
で
は
な
い
こ
ツ
つ

二
一
を
、
ム
丁
張
す
る
に
併
で
あ
る
u

財
産
権
保
除
に
つ
い
て
は
、
客
続
的
制
俊
一
り
位
陣
に
加
え
て
、
佐
々
の
一

rド
ベ
J

現
に
有
し
て
い
る

伸
明
別
の
川
町
並
権
J
O
ま
ア
、

一
九
条
一
項
ピ
よ
っ
て
肱
障
さ
れ
つ
、
い
る
と

3
れ
る

【
ち
一
時
、
前
掲
森
林
法
リ
リ
は
ひ
か
い
h

、
球
〈
耐
と
し
て
の

引
反
り
市
川
ふ
除
メ
ガ
町
一
刀
対
仏
νμ

確
保
陪

ιお
い
て
一
一
じ
へ
ア
な
形
で
一
洋
一
刷
さ
れ
う
る
わ
け
て
は
な
い
ι
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、
〕
か
、
ど
ゆ
が
ら
、
制
民
的
保
防
抗
が
、
制
定
の
核
心
部
分
な
J
一
法
に
よ
る
れ
店
主
一
か
、
つ
も
阻
止
、
亡
言
ノ
と
f
Q
i
一
は
、
本
什
〉
の
悶
係

cyも
重
一
変
で
為
る
ハ
守
法
に
よ
る
弘
有
財
投
制
花
の
ゆ
伐
心
的
分
の
侵
去
を
川
士
す
る
と
い
え
こ
と
は
、
事
A
下
Jμ

：ん一ヨ為
γ
八台一一
h

三

G
i
f
u－

t

伎
一
ャ
け
を
本
川
山
上
す
る
J

も
の
で
あ
る
こ
y

は
、
一
吉
を
ま
た
な
い
」

活－
m己
規
制

A

謙
二
佼
泌
す
ヘ
き
で
は
い
こ
ζ

た
お
、
念
法
一
九
条
周
一
は
、
一
対
話
権
（
三
川
パ
ヤ
は
、
九
九
H
A
刊
の
福
付
に
高
司
会
FJ
る
や
う
は
、
法
什
け
で
こ
れ
｝
ゲ
f
ん
め
ξ

と
規
定
し
、

財
3p濯
の
内
容
に
つ
レ
と
の
止
法
裁
日
を
広
く
訟
は
炉
る
か
に
見
え
る
c

さ
き
の
森
林
法
問
決
4J
日
引
会

J

収
不
及
び
符
討
政
策
？
十
の
積
極

的
u
h
a
ーも心

へ
い
わ
ゆ
る
枯
祢
規
制
）
ど
も
川
崎
制
日
約
と

L
て
許

οれ
る
と
し
と
い
る
わ
こ
の
点
だ
け
を
児
れ
ば
、

I1
長
主
主
円
！

2
J

j
i
i
4
m
H
C
 

と
こ
ろ
、
同
心
税
収
増
を
図
る
と
い
う
叙
な
か
ら
の
立
法
ほ
ら
ひ

L
Z
の
執
’
打
示
、
合
窓
口
7
も
（
り
と
し
て
司
r
保
し
て
い
る

F
C
ご
「
く

で
あ
る

v

し
か
し
な
が
ら
、
壮
旧
極
堤
制
と
は
、
弱
者
保
見
立
の
ど
の
に
強
者
心
経
済
的
一
凶
作
を
制
約
す
る
こ
と

fcわ
コ
て

い
わ
ゆ
る
小
完
市
場

事
件
「
川
高
裁
大
法
活
判
決
（
昭
和
川
仁
年

月
二
一
ヨ
刑
山
一
公
司
｝
九
日
サ
斗
八
一
ハ
吉
ハ
）
）
、
凹
の
没
収
J
T
m十
八
さ
巾
げ
る
こ
と
が

p
h
r

寸7

一

l
」

E
J
Fる
フ
？
と
土
£
ー

才
l
f
r
v

－

E
u
x
－

－

：

f

L

い
わ
ゆ
る
い
川
類
販
売
免
花
嵐
削
事
件
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
〈
民
長
問
ハ
を
九
号
二
八

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

Y1J
こ
お
、

I
、

く
ー
ヰ
ー

い
わ
ゆ
る
積
税
規
制
、
ニ

凶
前
述
v
ベ
裁
川
吉
の
m
M
足
首
百
心
糸
口
出
情
拾
づ
る
よ
う
に
、
税
収
探
心
州
、
ニ
い
う
日
的
は
か
し
ら
、

は
異
仕
る
こ
い
う
べ
き
で
あ
り
、
て
う
で
あ
れ
ば
も
亡
り
慎
重
注
絞
殺
い
が
求
め
一
ら
れ
る
と
い
う
へ
き
と
あ
ろ
っ
〉

【

4
）
利
払
有
財
定
刻
佼
け
核
心
部
分
｜
｜
依
ヘ
ヨ
弓
伶
お
宍
J

資
本
下
北

ゐ
墳
の
な
有
財
産
制
伐
の
制
度
前
川
人
医
に
よ
れ
り

」
泊
三
一
υ
法
な
ら
び
に
そ
の
執
行
は
制
r私
さ
れ
JF1

さ
さ
げ
L
U
A
た
よ
う
に

)L 
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そ
れ
で
は
、
私
有
時
間
梧
制
度
の
制
夜
的
保
障
y
：
ぶ
し
の
後
、
心
V
M
分
こ
は
、
川
川
、
か
一

そ
れ
は
私

pι川
川
町
制
戊
が
、

区
E
附
沿
革
に
照
ら

叫究ノ I-

ー
〕
て
、
な
い
し
は
U
A
K
通
念
に
よ
っ
一
L
右
い
す
る
に
ギ
っ
て
い
る
ζ

こ
ろ
の
、
私
有
財
一
昨
制
又
の
本
鋭
的
な
的
竹
一
心
と
乙
で
あ
る
」
校
一
司

γ

れ
ば
、
こ
の
さ
？
な
制
約
を
計
一
ヲ
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
私
沿
い
射
程
制
反
子
わ
が
国
で
は

b
れ
て
い
る
乙
は
一
1
い
牒
L
、
ζ

い
う
制
度

ト
の
治
界
心
、
」
と
で
あ
る
。
広
品
川
町
長
州
引
役
心
、
」
心
ょ
う
人
位
牧
心
に
つ
い
て
は
、
な
刀
ぼ
治
斗
山
り
が
た
い
も
の
が
あ
る
が
、
わ
い
料

H
財
産

引
L
1
y
」は

つ
に
は
俳
人
、
の
斗
伊
に
物
攻
的
な
基
地
内
！
な
提
供
す
る
f
八
げ
の
の
山
前
段
で
あ
り
、

い
ま

ノ
に
は
、
端
的
に
資
本
義
制
民

と

戸
い
う
る
よ
う
に
恐
わ
れ
る
ー

へ
ヲ
＼
校
一
三
山
口
υ点
f
H

の
場
ム
ォ

以

r
C
上
う
に
私
有
財
斥
制
度
心
制
皮
的
淀
川
ヂ
宮
市
比
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
が
ば
、
次
、
り

土
川
一
心
湯
〈
叫
に
当
該
伊
え
ん
十
い
れ
為
が

条
項
に
反
「
ず
る
茂
吉
り
日
目
す
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
っ
つ

第
一
い
ペ
レ
I
訟
侵
害
行
為
が
個
人
の
は
作
山
と
コ

C
小
可
直
的
な
ダ
メ

i
ン
令
及
ほ
ず
%
台
て
あ
る
〈
第
二
に
、
中
」
該
口
し
は
芹
行
為
が

資
本
、
土
長
引
の
歴
史
店
、
引
i

会
通
念
か
、
J
u
m
て
、
そ
の
日
夜
、
む
な
佼
主
す
る
こ
い
い
う
る
場
ん
u
で
あ
る
ι

まず川品川

つ
い
た
財
梧
吉
凶
が
以
り

l
げ
ゐ
な
と
、
そ
の
使
い
い
川
を
不
可
舵

の
ム
ィ
ル
つ
い
て
は
、

何
人
の
臼
伴
と
す
い
開
放
ヂ
可
分

に－
J
る
場
弘
、
当
政
側
人
は
ι日
律
の
い
わ
仕
盤
を
て
パ
火
大
じ
れ
、
州
間
人
の

FU作
そ
の
4
む
を
一
段
宍
さ
れ
た
に
等
し
い
結
栄
三
な
る
υ

た
だ
、
悩

人
が
円
山
に
白
己
決
乏
1

v

う
る
こ
乙
が
保
障
さ
れ
て
い

、
必
ず

1ZJ特
ιの
肘
ヰ
を

v

も
は
や
右

L
な
く
と
も
、
み
の
こ

i
fけ
で

指
俳
人
、
の
ム
コ
ハ
や
が
ま
る
ご
と
必
J
止
さ
れ
る
ャ
ア
と
こ
は
は
ら
な
い
の
が
ヨ
常
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
川
市
二
の
口
が
重
安
こ
立
る
u

r負
＋
主
義
九
J

、
人
か
ら

伐
に
し
て
A

肘
障
を
存
い
本
人
を
家
族
も
ろ
と
も
治
以
に
述
わ
吋
一

る
は
ど
の

A

釘
倣
さ
を
持
つ
こ
と
は
庖
川
の

2
お
れ

J

で
あ
る
が
、
そ
、
二
l

、
何
家
心
役
割
は
、
資
木
諸
制
肢
が
公
ギ
か
つ
づ
ヘ
日

l
ス
に
窪 )L 

、k人法学） 62 ：：キc74J 174 [2υ12，日、



い
い
さ
れ
る
よ
う
に
封
筒
法
や
す
赤
以
引
法
、
〈
育
！
融
法
？
な
？
／
心
ル

i
ル
を
制
山
「
る
こ
と
、
お
ど
び
弱
者
に
一
定
の
保
誌
を
う
え
る
た
め

片
山
捻
知
的
に
介
入

f
る
戸
高
知
山
河
判
叫
）
二
と
、

3
ら
に
敗
者
の
た
め
の
セ
ー
寸
一
ブ
f
J、
ヴ
ト
を
設
け
て
お
く
戸
、
と
で
あ
る

J

同
家
が
こ

の
よ
う
な
日
り
の
役
割
を
果
た
さ
江
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
そ
の
よ
う
な
資
牛
王
義
制
反
の
健
全
な
進
行
に
乙
っ
て
必
営
不
町
欠
な

胸打荒川り
PA
り
効
果
を
も
～
b
す
施
策
を
お
弓
と
L

リ
J

孔
に
、
づ
て
れ
ば
資
＋
主
義
の
核
心
を
佼
円
J
0
2

る
も
の
こ
い
っ
て
ょ
っ

一G
）
i
T千
件
諜
加
山
は
円
以
白
対
屋
制
度
の
核
心
部
分
乞
パ
仏
札
口
し
と
い
る

以
？
に
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ヰ
丹
波
税
に
つ
L
て
は
、
そ
れ
が
ぶ
右
対
屋
川
引
投
な
い
し
資
本

ι表
制
肢
の
核
心

〔
村
山
首
、
社
会
的
に
資

本、
i
立
の
重
山
町
な
裂
す
点
、
よ
考
え
ら
れ
て
き
た
部
分
）
乞
混
合
す
る
も
心
で
ト
め
る
か
を
総
計
寸
ペ
女
で
あ
る
三
と
と
な
る

J

相
続
と
い
う
名
美
人
心
ば
に
叫
ワ
つ
事
怠
の
発
生
に
よ
旬
、

相
続
財
廷
が
そ
に
名
義
人
乞
変
更
し
つ
つ
、
資
本
主
義
の
な
か
で
投
缶
、
や

む
誌
に
回
宍
、
れ
絞
け
り
る
状
態
が
部
付
さ
れ
て
い
れ
ば
、
山
畑
絞
税
を
訓
川
町
内
さ
れ
た
か
っ
と
い
：
f

三
貨
が
ム
丁
設
の
校
心
が
日
目
守
さ
れ
た
と

ん
告
す
山
市
川

や真
相
／，~ 
人

相
続
人

rr＂＇人民半、 G2 'J 17日， Fe '20;2_ 

ま
て
h

ぃ
、
え
な
い
で
あ
ろ
う
す
し
か
し
な
い
？
円
二
相
阪
と
い
う
、
氏
自
へ
が
ム
丁
以
な
ア
ク
タ
ー
で
為
る
資
Ai
王
世
代
に
と
っ
て
h
非
千
笠
的

｝
し
て
、
資
本
そ
の
も
の
v
p
M
山
家
に
よ
っ
て
し
は
以
さ
れ
た
に
等
、
ν
い
結
五
十
七
台
る
場
合
に
問
、

A
R
4

ニ
表
制
反
の
核
心

寸7

に
ま
E
同
家
の
い
い
斗
一
↓
が
託
ん
E
い
る
t
H凡
な
ー
ご
つ
る
さ
あ
ろ
う
）

止出向？湾；O) L•」iト口同日1

本
利
h

て
は
、

法
人
に
山
資
1
J
h
r
n

が
口
、

そ
心
持
ち
吋
の
挟
制
が
と
き
な
い
乙
い
う
ご
／
｝
仕
の
で
あ
る
か
っ
、

資
本
十
一
り
芽
の
均
品
川J
な
市
河
に
お
い
一
に
は
敗
者
心
間
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
之
島
記
の
よ
う
に
、

同
ザ
苦
心
育
、
本
土
義
判
例
辺
に
討
す

る
ス
タ
ン
ス
、
、
し
て
は
、
敗
者
凡
セ
ヌ
一
f

ヮ
ネ

y
i！
な
提
供
す
る
こ
に
が
れ
本
め
ら
れ
工
そ
す
れ
、
敗
者
を
、
で
り
に
追
い
つ
ぬ
、

し、

J「

い
い
敗
者
の
投
資
一
ハ
ー
を
ま
る
ご
〆
｝
没
収
し

い
わ
ん
や
現
心
即
応
川
以
上
を
課
併
す
る
な

r
は
、
お
－
寸
て
論
一
件
ゲ
「
村
長
。
ト
告
人
ら
に
J

3

て
本
パ
処
分
は
資
本
主
義
の
シ
ス
ア
ム
の
抜
、
も
ど
仏
政
収
す
ゐ
虫
／
什
2
二
円
わ
ざ
る
宵
汁
寸
な
い
c



5 

お
け
る
例
人
の
今
駄
の
保
一
議
窓
法
一
四
条

叫究ノ I-

ー
）
す
い
u

義

、
憲
法
ゐ
凶
命
令
カ
個
人
の
尊
厳
を
必
枠
こ

fuv偶
人
エ
義
的
家
扶
献
在
乙
打
、
そ
の
環
と
し
て
桝
続
に
4
口
投
L
て
い
る

ア
ム
に
川
取
れ
て
お
き
ア
、
n

戦
前
ま
で
の
家
制
度
的
江
戸
山
続
抗
心
γ

－K1決
し
、
日
4
一
戸
憲
法
に
お
い
マ
、
は
、
あ
く
ま
で
対
付
J
D
H
U
人
心
人
格
の
結
び
つ
き
に
し
で
家

け
札
が
山
批
え
ら
れ
て
い
る
c

そ
こ
で
は
、
が
続
J
2め
く
ま
で
被
桓
続
人
か
ら
い
配
続
八
へ
と
い
う
、
白
人
と
何
人
と
の
慌
の
財
産
の
移
転
で

h

J

h

り、「有一、～；いい

引

J
Uん
y

っ
て
こ
の
よ
う
な
効
果
が
発
止
す
ゐ
こ
と
を
、
窓
法
一
四
条
は
句
↓
人
の
山

i

設
と
払
び
つ
け
て
採
、
一
平
、
レ
る
の
で

め
る
こ
心
よ
う
に
併
殺
も
、
個
人
か
ら
個
人
へ
の
討
鮮
の
移
↑
お
と
し
て
、
個
人
王
義
的
に
把
必
き
れ
る
直
要
が
J

め
ず
却
の
で
あ
る

υ

非
嫡
山
い
，
j
旧
制
約
八
心
規
定
事
件
最
高
知
山
決
14

い
わ
ゆ
ゐ
非
脱
出
了
川
刊
紙
分
川
崎
h

記
事
件
段
高
及
λ
は
位
決
定
一
千
い
は
じ
年
七
月
ー
は
〕
へ
装
凶
ん

r匂仁川一
J

一
七
八
九

rh
も
、
討
論
し
し

、J

て
は
民
法
札
口
ハ
）
条
阿
号
恨
主
FJpbZ固
と
に
一
、
引
＼
「
主

の
財
涯
を
Mm
に
山
さ
な
い
と
い
「
説
明
い
L

か
つ
て
で
な
し
こ
と
は
、
一
三
円

v
ノセ
J
h

打、切沖約九
jo

いい、

む
1

J

ろ
同
決
心
は
、
非
日
時
中
川
J

に
相
続
分
が
あ
る
こ
こ
を
当
然
の
、
川
相
官
こ
し
な
が
ら
、
法
律
訴
の
保
護
yu
非
照
り
ア
の
保
設
と
い
う

つ
の
安
一
品
一
の
バ
ラ
ン
ス
を
乙
っ
た
結
果
が
河
条
主
斉
で
あ
る
、

と
1
J

て
い
る
。

一
三
仰
い
人
主
義
的
桔
続
出
町
ん
か
ら
丸
ー
～
本
れ

以
？
に
の
よ
う
に
、
活
法

四
条
に
恒
人
三
義
的
作
続
問
叫
が
不
さ
れ
て
L
る
こ
と
か
ら
、
桔
統
制
肢
に
ど
の
よ
う
は
受
講
か
戸
川
私
さ
れ

、k人法学） 62 ：：キ＇7ti) j 76 [2υ12，日、



ザハ

vhN

い
ス
士
で
も
な
く
、
相
続
税
の
手
り
税
目
、
相
続
制
ほ
の
的
を
，
万
点
す
る

r

相
続
税
の
法
制
な
い
し
そ
の
日
止
叫
が
、
人
の
が

を
起
パ
と
す
る
例
人
か
ら
悩
人
へ
の
防
詮
の
格
牝
と
い
う
相
続
の
本
質
を
出
行
。
も
む
と
な
る
場
ιけ
に
は
、

S
I仏
が
ぶ
L
三

個

人

義

的
椙
泣
い
杭
ば
組
な
わ
れ
て
い
る
こ
ζ

y

な
る
ο

と
こ
ろ
が
本
位
い
で
は
、
英
丈
な
！
相
続
財
一
片
を
廿
叫
し
ー
た
は
ず
の
ハ
ケ
ん
た
る
恒
人
炉
、
子
た
Y
G
恒
人
一
に
相
続
放
一
草
さ
れ
る
と
い
う
人
民
一
手
が
生

じ
て
い
る

U

い
う
、
炉
人
か
ら
伊
八
へ
の
防
長
心
移
転
h
r
、
同
一
の
松
統
説
の
物
品
川
町
争
認
め
日
い
ζ

い
う

り
お
に
課
税
け
の
都
合
だ
け
に
」
る
措
置
の
結
果
と
し
て
、

五
人
十
に
川
市
な
わ
ー
れ
た
の
で
あ
る

U

こ
y

れ
は
、

ド
ぃ
続
を
＋
ゴ
貨
と
し
と
出
4
b
h
d
H
m

片
山
人
の
引
用
一
片
古
川
氏
以
l
た
に
生
J

し
く
、

Z
T小
が
唯
ム
パ

νJF続
白
人
と

叫
の
比
鳴
を
川
レ
、
れ
ば
、

と
い
ノ
仰
山
主
J

L

等
L
い

相
続
C
N
住
井
MMi削
犯
と
し
て
、
そ
の
位
税
刀
J
L
F
l

品川出
LLJ一
議
税
℃
ト
ぬ
る
は
ず
が
、
旬
続
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
結
来
と
ほ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
つ
｝
れ
は
畑
絞
制
度
の
否
主
で
あ
り
、

二
四
条
心
個
人
の
角
J
M
仏
ぞ
い
怖
は
っ
と
同
時
二
、

1
J一
の
お
払
有
財
注
制
度
へ
相
絞
制
民

も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
）
の
核
心
の
口
し
江
主
［
二
他
立
、
り
な
い
〈

寸7

中
川
国
民
の
い
わ
ゆ
る
制
作
バ
伐
被
害
に
対
す
る
損
害
保
山
償
請
求
の
可
行

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

以
下
は
、
第
二
次
大
戦
中
に
日

R
本
両
の
い
わ
ゆ
る

J

と一

部
隊

γ
c
り
ペ
ヤ
向
上
や
ふ
ご
な
さ
れ
た
制
民
投
布
の
け
慨
弁
者
J
l
同
人
が

日
本
？
止
を
い
郁
子
取
れ
必
起
し
た
一
作
家
出
償
訴
訟
の
原
告
慨
が
え
凶
の
求
い
の
に
一
世
り
、

東
？
以
地
万
以
吋
一

J

山川μ
弔

八
氏
主

ハJ
C
一
九
夏
、

郊
に
長
山
ア
こ
～
定
見
幸
一
品
、
あ
Q
u

夜
尽
凶
改
し
ず
成
一
四
午
ヘ
付
二
〕
日
刈
仇
ヘ
公
式
判
例
長
士
登
載
。
ゴ
ロ
リ
N
京｝叶
ω
叶U
Aん
J

は
、
前
求

主
、
｝
と
こ
と
ノ
＼
百
巳
け
た
か
、
谷
，
、
前
1
U
J
を
J
d？
に
検
討
し
て
お
り
、
削
品
、
つ
祝
玩
味
に
情
FJ
る
ι

jj 
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争

点

以

一

行

」

l
j
1
j
t
 

叫究ノ I-

第
次
大
戦
引
に
ア
凶
本
三
行
わ
れ
た
ζ

さ
れ
る
、
り
が
臼
C
い
り
ゆ
る
v

M

一一

部
隊
に
よ
る
緋
刊
行
料
散
布
作
戦
～
以
一
f
、
1

事
件

午
ぺ
山
、

f

f
Y

一

に
、
人
ー
ま
で
後
決
荒
川
江
の
被
市
）
一
け
を
被
d

古者ー一
l

国
国
民
に
及
ぼ
1

〆
て
い
る
〉
一

川
一
戸
土
為

、
J

F

二つ）

、
：
わ
れ
る
。

、
」
の
よ
う
日
特
殊
な
次
予
被
六
に
つ
き
、

hvi
時
心
加
宇
け
む
A
刊
を
原
因
行
為

ζ
L
て
、
み
る
い
は

，y
備
的
に

の
日
本
中
J

に
お

NYω
政叫叶？
d
Aい
の
小
刻
む

の
日
本
攻
守
に
よ
る
宅
実
関
係
の
積
極
ぃ
…
町
一
子
弘
行
為
を
原
同
／
什
お
と
し

？
リ
法
不
作
為
）
、

な

て
、
被
育
者
中
以
一
回
民
に
ょ
っ
と
長
官
賠
償
請
求
訴
訟
、
ん
提
起
さ
れ
て
レ
る
と
こ
ん
一
で
z
ぬる〈

こ
の
よ
う
な
、
戦
下
当
時
の
川
市
山
行
為
、
な
い
し
は
戦
／
MCfυ
一
よ
い
不
作
為
、
て
明
而
地
的
旬
以
れ
みJ
M
M

町
内
行
為
と
L
て
、
山
内
山
点
者
本
人

が
わ
が
同
や
（
相
手
ど
い
r
担
行
廷
備
を
帯
求
ド
ヲ
る
、

い
わ
ゆ
る
戦
後
初
償
政
引
い
に
は
、

い
く
つ
も
C
法
的
な
謀
店
が
た
引
一
一
子
JAOν

そ
こ
で

γ

弔
意
見
存
は
、
仁
二
部
隊
の
上
一
記
細
菌
除
布
作
践
を
め
ぐ
る
一
品
λ
弘
へ
以
卜
、
本
件
訴
訟
」
と
い

を
例
と
し
て
、
戦

品
川
補
償
裁
判
の
一
バ
論
出
を
志
法
学
、
り
観
点
mt
円三川
v
ど
匂
こ
と
と
J
J
る勺

2 

へ
嗣
庁
、
の
所
栴

、L
の
よ
う
な
続
完
か
っ
、
本
行
訴
訟
な
ど
の
戦
後
補
償
裁
刊
で
H
ぺ
体
的
に
問
忍

y
u
G
る
諸
点
を
つ
ざ
に
列
さ
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
て

ー
〕
ば
し
ば
な
さ
れ
る
法
的
議
論
も
れ

γv
一
と
と
」
1
J

るつ

【］）

wt下
紋
士
ハ
と
冷
害
賠
償
責
任
の
有
部

戦
時
中
心
加
者
行
為
は
戦
争
巡
行
行
為
の
球
と
し
て
は
さ
ー
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ぬ
争
被
常
に
汁
し
て
舎
は
白
茂
氏
r
L
U
け
し
て
も
が
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ア
回
凹
ν
ん
に
一
付
し
て
も
旧
制
中
賠
償
を
負
わ
な
い
こ
と
か
、
つ
、
純
益
散
布
竹
戦
に
よ
る
被
FY

い
つ
い
て
之
、

同
様
に
わ
け
l
d
回
は
明
LT
一
賠
償

台
（
引
を
負
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
υ

【
リ
ん
F

主
A

北
加
帳
叫
ん
円
五
日
の
渋
立

戦
前
・
戦
時
中
ま
で
は
、

公
抗
力
行
使
の
札
来
に
つ
い
て
、
川
一
は
ほ
家
賠
償
直
正
を
廿
柄
本
的
に
’
H
わ
な
川
も
の
ζ

さ
れ
亡
い
ト
ハ
そ

の
よ
う
な
法
制
壮
一
間
前
J

七
に
I
え
え
た
の
が
、
J
A
は
法
制
法
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

l
権
的
行
為
し
は
近
法
の
」
川
備
や
一
受
け
る
こ
と

は
な
レ
、
と
い
う
一
主
権
直
結
U
R
）
刀
法
政
で
為
、
ノ
に
c

こ
の
法
庄
は
、
凶
む
公
校
パ
ベ
行
使
L

っ
き
、
不
法
行
為
の
成
立
製
件
で
令
A
V

泣
い
性
安
作
（
山
♂
充
足
乞
日
よ
そ
ぐ
い
什
｛
疋
ず
る
）
も
の
で
あ
る

γ＇ 為

' 
！ 
、
コ

相
手
同
凶
淀
川
d
H
紅
起
す
る
読
i
口
賠
償
請
求
に
つ
い
て
も

日
本
川
レ
に
忌
づ
ノ
よ
山
本
で
の
る
す
刀
ぢ

η
、
妥
当
す
る
、
｝
と
に
な
る
c

そ
う
で
あ
れ
ば
、

A

十
件
加
宇
行
為
に
誌
つ
く
Ai件
被
告
Y
一
に
つ
き
、
［
Ai凶
は
当
時
、
も
ム
「
ヨ
も
、
問
問
L
T
一
治
償
言
伝
士
山
只
わ
ヒ
い
こ
と
L
Y

な

る
の
で
は
な
い
か

。
年
〆

、、
つ
／ 

除
f手

詰i
間j
（主
計手

買b
y 

l土

""' な
り
ムー

す出
土J
的
it 
< 
rη 

に

あ
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寸7

三
除
斥
期
間
の
が
過

止出向？湾；O) L•」iト口同日1

か
り
に
引
り
」
F
K
A当
時
に
は
古
仔
が
成
J

り
し
た
こ
1

〆
て
色
、

4
1
断
ー
も
な
ノ
、
採
用
心
必
要
計
ノ
ら
仕
い
。

す
で
に
除
一
早
期
司
を
川
町
過
、
v

た
本
件
と
は
、

、e

ト
品
川
本
国
に
は
山
知
守
い
賠
絵
民
～
什
は
な

い
の
と
は
な
い
か



4
）
戦
後
の
一
Y

ゾ
法
不
作
Af

叫究ノ I-

（
ィ
一
主
た
、

戦
時
討
に
わ
が
臼
に
涼
土
托
さ
れ
る
加
古
川
行
局
；
か
存
在
し
た
〈
し

1
1
戦
後

日炎

主主
百

};? 

f文
前
コ

J、、
三ぞ
」

= す九

務
f主
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一
義
的
に
は
パ
γA
生
し
て
お
ら
ず
、

じ
た
が
っ
て
、
救
済
制
反
に
か
か
る
け
り
法
天
作
為
は
達
志
追
法
こ
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

一、1
v

i

、コ亡

す

l
＼

』

f
l
l
t

γわ
ゆ
る
ー
代
名
投
票
刻
字
件
日
最
古
立
抗
日
耶
一
小
法
廷
M
m
和
六
心
午

1
4
t
 

｜

｛

 

一
ハ
民
族
一
一
九
長
］
号

ι

~ ,, 

山

は、

L
ば
し
ば
引
刑
さ
れ
る
よ
久
門

中戸ム万一的］見の

v
作山戸イハ叶一
J

亨
一
法
子
作
為
を
合
む
。
筆
者
派
］

は

υ
法
の
心
円
存
が

憲
法
の
表
わ
な
1

〆一
2μ

に
違
反
し
て
し
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
弘
余
が
あ
え
て
当
該
立
法
主
行
う
ー
と
い
司
ご
と
き
、
容
易
に
涼
定
し
維
い

ょ
う
ヨ
例
外
的
な
場
。
て
以
レ
恨
huリ
ノ
、
出
家
賠
償
法
一
条
一
部
、
の
規
記
の
也
市
？
l

、
違
法
の
許
耐
を
受
け
な
い
一
と
［
て
ど
G
が
、
ド

日
川
作
ど
の
い
わ
一
ゆ
る
校
後
補
伝
訟
刊
で
は
、
紋
流
L
V
Hいの
1
4
K
小川作
A
叫
が
憲
、
い
い
の
一
義
的
な
文
一
け
に
達
反
ず
る
と
は
い
え
と
い
心
て
は

：
百
？

？？

1ザ
ヲ
一一

三
仮
に
立
ι出
小
作
為
が
同
治
、
ぷ

イ元：
フ下ご

墳
の
治
用
に
お
い
え
、
達
憲
司
民
は
で
あ
る
と
し
て
も
、
勺
設
立
出
小
作
為
は
、
本
件
で

主
張
さ
れ
て
い
る
制
活
散
布
行
為
に
よ
る
被
害
の
原
区
行
yAで
は
な
い
か
ら
、
川
悦
宇
ロ
と
立
出
不
作
rAの
問
に
は
凶
呆
問
係
が
存
在
し
な

し
の
で
は
な
い
か

（
三
戦
後
の
内
閣
に
h

る
隠
総

く
ら
ら
に
、
戦
後
に
い
b

い
て
内
閣
が
戦
的
中
心
当
市
加
古
川
行
為
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
存
在
を
隠
萩
し
て
き
に
、

／
｝
い
う
ヨ
張

が
似
に
口
元
で
き
る
も
の
で
あ
る
ζ

し
て
も
、
当
該
限
付
M
M
ノt
A刊
は
、
戦
時
中
の
維
菌
散
布
こ
い
h
加川
1
F仁
リ
一
と
は

3
つ
に
く
別
H
V
の
行

片
付
で
あ
る
か
ら
、
上
記
（
パ
ム

六
、
と
司
一
様
汁

刈
一
沼
に
よ
る
隠
法
行
ハ
川
ぃ
〈
当
初
の
縦
十
同
数
字
に
戸
ふ
る
波
中
川
乙
の
拘
に
は

司
叩
ポ
叶
4
パ

げは

mohL仔
p

引
し
芯
い
の
で
は

J

ぱ
レ
mr乙



本
玄
H
川
吉
は
、
以
ー
に
挙
げ
た
ヘ
型
ピ
コ
き
、
そ
こ
で
記
し
た
議
論
を
批
判
す
る
こ
と
を
い
的
と
「
る
一

以
下
、
日
却
を
改
め
て
附
説

ず
る

J

3 

紙
柄
数
λ
デ
七
九
は
通
常
の
設
争
泌
／
七
行
為
で
は
な
い
h

一ζ

（1
J
ト
ョ
一
部
隊
｛
～

tQ料
雨
散
布
ひ
通
常
り
絞
争
r
y
h行
為
と
は
ぷ
き
〈
異
な
る
こ
と

仏
軍
次
大
げ
域
中
に
、
川
日
本
中
心
レ
わ
ゆ
る
仁
一
一
部
滋
に
よ

r
J

て
引
き
芯
こ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
ヘ
ス

P
的
役
布
す
に
よ
る
中
副
叫

民
心
殺
傷
ノ
汀
為
は
、
述
悼
の
戦
争
被
告
と
は
そ
の
様
ド
古
丈
一
ざ
〈
辺
、
に
し
て
レ
る
よ
う
に
け
ん
受
行
ら
れ
る
c

際
的
が
も
乙
ば
ら
一
民
前
人

ヤ
ょ
の
つ
た
ハ
一
し
い
こ
と

－
《
一
出
向
日
伎
に
山
本
丘
（
心
測
に
も
川
内
市
f
H
が
牛

ιう
る
こ
1
C
入
品
ど
を
考
え
る
2
、
戦
争
没
行
行
為
と
し
こ
の
今
理
性

υ以
外
形
的
に
4
0
き
わ
め
て
疑
わ

L
く、

こ
の
こ
と
も
鴻
川
町
山
戦
争
渡
れ
行
為
と
む
異
質
さ
乞
印
象
づ
行
て
い
る

通
惇
（
り
戦
争
被
害
の
場
斗
円
心
国
心
指
中
川
賠
償
責
任

d

山
、
主
的
門
会
：
炉
、
相
手
国
h
a
い
h

ぃ
相
手
国
一
凶
叫
ん
の
武
力
に

o
る
制
圧
を
ド
的
と

f
Q以
、
北
戦
闘
長
聞
で
あ
る
一
般
凹
民
に
一
村
し

寸7

て
も
、
そ
の
μ
一
仏
市
川
此
康
に
相
当
の
危
コ
［
が
り
戊
ぶ
」
と
目
、
戦
ρf遂
行
行
為
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
る
す

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

そ
1

J

て
、
戦
争
‘
第
一
行
行
為
が
も
て
り
す
、

v

れ
ら
の
戦
争
被
宍
に
つ
い
て
は
、
当
事
凶
閣
で
の
賠
償
請
ぶ
は
あ
り
う
る
ζ

こ
ろ
で
あ

る
が
、
被
J

百
ん
4
J
，
又
け
た
い
コ
李
白
川
氏
が
相
子
凶
政
羽
を
憎

T
J〈
り
、
戦
争
被
パ
内
の
回
復
を
ぷ
め
る
一
」
一
ぷ
か
γ
な
し
う
る
と
は
、

μ
p
f
え
、
つ
札
ず
に
い
は
h

。

そ
の
、
i
裂
な
見
出
問
は
、
一
辺
争
遂
行
行
為
は
刀
事
「
R
U
R」
手
権
に
四
川
内
L
9
4
0
行
為
で
あ
り
、
？
ト
］
荻
の

1
権
的
行
為
を
違
法
〆
｝
評
悩
し
う

る
の
は
、
心
事
凶
を
も
拘
束
し
う
る
係
？
υ
さ
れ
た
軍
隊
法
呪
、
ん
は
u

し
は
叶
中
一
爪
げ
か
批
准
し
心
一
小
司
侵
条
約
、

十
枚
条
わ
が
f
J
が
’
羽
在
す ｛主
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る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
に
？
よ
め
つ
れ
る
じ

F
J
d
yっ
ち
、
通
常
の
戦
争
巡
行
行
為
に
よ
っ
て
も
z人
つ
戸
れ
た
土
俗
健
岐
に
か
か
わ
る

叫究ノ I-

微
生
川
ば
、
同
家
判
の
回
限
法
L
L

のけ埠
t
j
f
d
u
為
と
の
h
F
価、
Y
Jも
た
ら
一
J

も
の
で
は
あ
一
二
に
も
、
個
？
の
被
J

百
釘
が
相
手
目
を
畑
山
？
ど
川
、

同
組
六
賠
償
請
求
訴
訟
を
抗
起
ー

J

て
金
銭
的
に
凶
徒
L
う
る
さ
一
の
で
は
な
い
の
ご
あ
る
ロ

川
小
ト
の
で
η

に、

441州
市
の
災
争
被
害
ピ
つ
け
て
は
、
、
一
丁
催
者
の
七
権
的
行
ハ
ヅ
は
不
法
ノ
七
為
昔
、
早
い
を
負
わ
な
い
と
い

h

つ
広
味
i

九
お
日
る

権側川
t

答
主
民
心
法
河
l

刀、ム
1
d十
」
氏
、
／
）
斗
民
政
仰
の
河
係
に
お
い
て
の
、
円
な
ら
ず

J

、
松
F
E
E
i氏
、
に
加
害
一
反
J
の
間
に
お
い
て
も
成

げヱヲ
J

る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
主
る
。

制
閣
の
実
域
的
散
布

rよ
る
被
害
1
L
杭市

fHr－
－
杭
責
任

一一ぺ
υ
p
一マ、
J
J
f
i

」、

Y

」

t
i－
－

v

い
わ
ゆ
る
七
一
一
品
泌
が
ベ
ス

ζ
阿
古
一
右
中
問
符
地
に
散
布
し
た
わ
為
は
、

き
k
z
t

に
述
べ
む
よ
ろ
に
、

比
常
心
戦

争
遂
行
行
為
の
J

札
時
炉
、
り
は
吟
仰
し
た
も
の
で
め
っ
に
こ
と
が
抹
察
さ
れ
る

v

似
に
こ
の
よ
う
な
推
測
が
当
な
但
け
て
い
る
と
「
れ
ば
、
当
ー
立
制
荒
戦
の
巡
行
は
、
記
の
通
常
心
戦
争
梶
山
正
一
心
場
合
と
h
宍
な
り
、

被
で

J

苔
ト
ヘ
人
か
ら
蛇
宝
一
国
寸
一
古
利
下
以
る
相
工
口
賠
償
請
求
な
妨
げ
ら
れ
る
性
町
民
の
ち
の
で
日
な
し
一
」
と
に
な
る

r

4 

土
持
守
、
益
支
の
法
汗
の
γ
ハ滴いい川

（

1
）
凶
が
土
徒
松
川
九
円

7

立
の
作
現
今
、
山
い
は
月
十
二
合
こ
ζ

の
の
首
味

前
節
で
の
清
清
一
は
も
と
よ
り
、

統
＋
岡
い
執
円
1
1斗パ山舶の涜
jp遂
行
ノ
仁
品
に
Aru
ま
れ
な
川
、
と
い
う
的
提
を
こ
っ
た
場
九
じ
に
の
’
m
成
り
げ
つ
ハ

L
L
V
し
、
こ
っ
「
と
芯
υ
忠
之
、

－
d

l

j

J

1

j

一

－

－

値
々
の
被
告
若
か
ら
の
わ
が
市
に
対
す
る
お
宍
賠
償
前
主
に
陀
し
て
、
河
が
主
r他
畢
弘
い
点
刀
法
立
を
い
性

川
す
る
υ
之
円
に
は
、
P

閣
は
細
凶
一
一
叫
が
涜
常
へ
川
一
戦
戸
山
み
戸
付
行
為
に
ん
内
ま
れ
に
レ
た
、
と
い
う
、
、
と
を
示
訂
正
せ
ね
ば
な
ら
な
w

こ
と
を
市
し
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亡
い
る

ν

こ
の
こ
こ
は
更
に
、
第
一
次
大
戦

P
の
わ
が
凶
の
？
？
一
枚
話
が
、

j

人
川
字
三
権
者
（
統
F

山
旧
椛
の
総
附
問
者

J

y

し
日
現
心
L
ヒ
ト
八
日
本
市
同
パ
－
一
山

法
｛
川
u
i弔－

n
J
f

ヘl
p

」Lh
J
J

ワ
f
l

」、

c

l

J

v

 
ま
さ
に
天
で
あ
っ
た
と
ζ

ー
一
併
せ
る
べ
以
「
の
ご
と
を
意
味
す
る
す

J

な
わ
ち
、
被
を
R
F
T
権

紙
夕
立
日
刀
法
攻
守
一
縦
閣
改
の
結
有
者
に
よ
る
治
省
賠
償
請
求
に
対
し
て
採
用
す
る
場
台
に
は
、
川
以
止
川
は
ナ
什
V
J
と
に
よ
っ
て
、
紙
雨
戦

が
通
常
の
戦
争
遂
行
行
為
で
あ
り
、
主
権
者
支
誌
に
帰
属
す
る
ノ
仁
品
で
あ
る
、
」
ζ

を
認
め
た
こ
に
こ
な
る
の
で
お
る
n

泊
山
↓
じ
す
れ
は
、
七
一
部
法
仏
よ
7

匂
制
土
問
散
布
行
為
の
よ
う
ぷ
、
通
郊
の
げ
司
下
浅
一
什
／
什
砧
と
は
い
い
が
た
い
行
為
に
つ
い
唱
し
は
、
ム
下

桂川叫川心
nu
只
の
江
舛
に
依
拠
し
て
お
芹
賠
償
責
午
中
心
不
十
行
人
引
を
没
然
2
帰
結
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
ー
が
訂
正
TJ
べ
き
前
誌
を
い
－
附
し
て
い
る

と
の
批
判
中
免
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る

王
権
的
行
為
て
1

弘
い
場
舟
の
国
の
責
予
徳
川
市
小
学
校
事
利

以
ト
か
、
り
、
主
権
畢
伊
川
中
門
（
の
法
川
同
一
三
工
っ
て
、
当
該
約
中
誌
昨
閣
議
求
を
退
け
る
り
は
、
共
本
的
に
閑
雑
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

U

州
制

リ
コ
目
散
布
汗
為
、
炉
、

か
く
V

J

て
凹
の
土
椅
的
行
為
で
は
な
か
っ
た
と
似
ー
ι「
れ
回
、
当
該
散
布
行
為
は

μ

雨
前
の
お
蝉
信
ム
系
筑
を
は
く
し

寸7

ん
と
い
り
泊
、
乃
さ
ま
hJO
ノ＼

J

L

；

L
F
｝

υ
1
7
1
 

じ一一
A

W川
隊
叫
ん
N

あ
る
い
は
唱
で
り
片
山
の
ン
ベ
レ
M’

指
芳
命
令
系
統
の
外
で
紅
断
的
に
行
っ
た
も
の
よ
い

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

う
ほ
か
は
な
い

そ
れ
で
は
、

f
心
、
目
立
ノ
に
エ
続
的
行
為
か
り
冷
一
読
し
て
注
さ
れ
た
制
十
何
故
布
の
被
害
に
つ
い
て
、
わ
子
一
回
は
日
制
害
賠
償
責
h
u
J
f
負
う

古冶
口

こ
の
庁
に
つ
き
、
没
前
。
法
説
は
、
一
引
の
作
用
や
批
准
力
作
刷
、
む
注
作
用
、
私
的
作
別
に
一
分
し
、
権
力
作
射
に
よ
三
、
引
き
起
こ

さ
れ
た
姥
者
に
つ
い
て
は

Eι
お
芹
賠
償
責
庁
主
主
必
定
し
と
が
、

E
J
の
弁
権
力
的
管
坪
ん
」
川
で
う
ら
び
に
な
人
と

M
等
の
ぷ
前
川
出
に
つ

L！メ人民半、 G2 'J 183' 18:3 '20;2. c. 



し
て
は
、
同
の
支
任
、
乙
通
信
裁
判
併
の
活
ポ
ー
を
苛
定
以
て
い
た
三

叫究ノ I-

い
わ
ゆ
る
包
地
作
用
に
も
言
。
隙
宍
に
コ
き
、
凶
ゃ
均
f
d
公
共
凶
休
心
戸
川
洲
士
民
引
を
認
め
、
民
主
賠
償
す
認
。
れ
1

J

た
右
一
行
九
也
大
半
世
院
刊

決

vrJて
、
他
吋
小
学
伐
選
動
判
棒
事
件
判
伏
ヘ
人
ー
止
t

川

年

九

月

尺

匁

二

輯

れ
八
八
vパ
一
が
あ
る
ロ
同
判
決
は
、

小
学
六
一
況
の

校
庭
に
設
置
さ
れ
に
澄
ヨ
ハ
心
限
抗
に
ぶ
つ
く
児
旦
心
宇
伐
に
対
｝
ご
に
、

は
じ
め
て
民
法
L

〕
七
粂
の
品
用
を
認
め
、
泊
方
公
宍
何
人
咋
の

ロ
対
円
賠
償
責
汀

4
4同
定
）

可
て
の
球
内
J

は
、
小
山
J
校
の
等
刑
判
は
行
双
鮮
の
発
刊
円
で
あ
る
も
5
の
、
す
て
の
告
坪
権
に
包
入
門
さ
れ
る
小
学
校
施
設
に
対
す
る
口
ぬ
格
は

公
法
？
に
の
権
力
関
係
に
υね
い
す
る
も
の
で
は
な
く

純
M

刷
、
…
た
る
ぷ
法
一
心
占
有
て
あ
り

さ
ら
に
、
な
へ
と
』
一
ひ
っ
た
く
汁
斗
J
U
問
f
M
m

に
お

日川る

i
白
で
あ
る
の
だ
か
ら

ー

へ
J

て
生
じ
た
松
市
f
H

に
は
、
円
七
よ
し

t
－
七
条
が
治
川
刑
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
為
っ
た
一
河
出

泰
山
仰
向
家
補
償
伝
［
一
九
八
人
任
、
有
斐
医
｝

七
育
、
む
些
埋
子
も
参
照
し
す
す
）

守
二
本
件
＼
の
当
て
は
め

こ
の
「
さ
な
考
え
方
を
本
件
仏
当
て
は
め
れ
ば

仮
に
本
汁
い
俄
t
口
！
日
七
一
部
隊
の
細
書
保
管
！
の
過
失
に
よ
っ
て
も
た
う
汽
れ
た

も
の
で
あ
れ
ば
、
川
部
隊
に
」
る
釧
芳
保
む
行
為
日
外
は
権
リ
作
目
で
あ
る
こ
し
て
色
、
囚
は
そ
の
被
半
一
に
対

J

て
民
法
七

v
v
h

条
の

告
一
粁
を
包
子
、
ノ

γこ
く
な
ろ
え

こ
の
で
勺
に
、

過
失
に
も
D

，G
細
也
の
p

結
晶
況
の
場
〈
い
に
す
ら
日
の
長
打
廿
が
、

戦
勺
ふ
ヨ
叫
吋
の
判
例
に
お
い
て
も
μ
男
心
さ
れ
た
と
」
7
れ
は
、

ま
し
て
や
羽
場
の
祁
隊
に
よ
る
以
意
の
料
雨
数
ι
引
に
つ
い
て
は
、

E
り
責
任
は
当
牝
に
は
同
定
さ
れ
小
人

ず
伝
わ
ち
、
細
菌
数
十
杭
行
為
小
、
指
中
川
命
令
系
統
を
以
く
さ
訟
に
ご

A

部
隊
な
と
恒
郊
の
郊
に

っ
た
と

［
て
も
、
町
一
主
権
カ
刊
て
阜
）

は
中
部
を
指
揮
叫
弘
同

f全
地
凋
引
を
有
し
た
の
て
あ
る
か
ら
、

巴
に
よ
る
巾
設
推
恨
の
七
h
n
qは、
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自
甘
、
管
担
刊
日
に
μ
州、

J

た
の
で
あ
る
ご
阿
の
v
「－
uM世
相
田
町
作
い
問
権
限
不
行
使
と
い
た
ノ

J

小
作
為
）
に
よ
っ
て
、
被
宝
の
党
仕
が
阻

t
し

え
な
か
っ

f
の
で
あ
る
か
ら
、
斗
一
談
役
ι
古
に
コ
き
当
時
の
臼
は
、
上
記
判
例
L
U
Y

｝
以
寸
に
は
め
る
と
、
，
て
の
損
害
防
償
責
H
f
d
v
一
店
た
す
る
〈
イ

地
が
牛
じ
る
4
一
の
く
考
え
ら
れ
る

（Fふ
J

管
河
作
川
市
は
i
』
窄
的
行
品
川
J

た
お
、
以
一
心
止
論
に
対
し
ご
は
、

4
4
む
パ
占
才
師
町
作
用
へ
桃
山
似
不
行
一
仙
台
は
、
そ
れ
tH体
は
、
格
的
r什
為
で
あ
っ
て
、

や
は
打
、
権

加川…
J

込
円
責
の
法
買
が
妥
当
「
る
U
で
は
芯
い
か
、
と
h
v
h
つ
疑
念
も
年
じ
う
る
と
こ
ろ
で
丸
る
c

し
か
し
な
日
ら
、
十
f

権
無
等
μ
司ハ
V
U血
p
さ
、
の
よ
ろ
に
花
張
す
る
と
「
れ
は

お
よ
そ
管
理
作
用
に
つ
い
て
の
同
心
只
粁
が
成
ー
リ
す

る
余
地
は
な
ノ
＼
な
る
つ
ず
ベ
て
三
有
理
作
市
は
、
門
店
、
土
日
い
と
し
て
は
同
心
公
持
刀
む
発
動
そ
（
り
も
の
、
な
い
し
ぞ
れ
と
す
山
崎
不
可
分

の
れ
PA
－
不
μUr片
付
で
あ
る
か
り
、
管
同
作
別
に
よ
る
国
の
貴
れ
を
肯
定
「
る
以
上
、
特
則
一
利
川
市
そ
の
’
わ
り
に
つ
い
て
は
主
催
加
古
J

安
心

十りい涯は
vp田
川
さ
れ
な
い
、

？
／
一
騨
ず
る
は
か
は
な
い
っ

た
と
え
ば

の
ノ
ラ
ノ
コ
な
と
の
返
只
の
管
田
町
行
rdv
一
の
も
の
は
、
学
校
が
教
も
日
工
科
子
以
て
止
徒
に
一
司
、

J

て
公
M

刊
力
主
行

寸7

使
F
る
一
」
こ
ど
討
い
ね
が
γ
可
分
の
行
為
よ
い
ミ
ノ
ミ
き
で
あ
ろ
う
し
に
も
か
か
わ
3

り
ず
前
山
の
大
審
院
判
決
は
、
遊
具
の
管
理
行
為
に
つ
い

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

亡
は
、
土
F

や
答
。
支
の
法
汗
今
、
適
川
い

Z
－FJ
、
M
円
心
ド
日
早
責
紅
れ
を

H
E
F
よ
い
の
で
あ
る
ラ

い
わ
ゆ
る
じ
一
二
部
隊
の
組
蛮
戦
遂
行
が
可
抗
除
与
の
通
説
行
動
て
あ
っ

f
yし
し
て
も
、

可
抗
隊
等
に
汁

こ
の
よ
こ

ず
る
川
怨
戸
に
失
敗
L
た
匡
に
は
、

統
＋
岡
殺
の
技
術
を
有
一
9

ゐ
同
部
隊
に
つ
い
亡
の
適
切
は
管
述
を
怠

f
J

ト
と
い
う
M
R
d竹
川
上
心
不
作

片
付
古
午
1
7ぬ
る

U

こ
の
責
什
ー
は
、

ト
誌
の
よ
う
に
、
後
－
片
山
ザ
に
妥
ψ
i
L
て
い
ー
た
河
口
人
法
行
為
良
午
1
0
渋
川
叫
に
叩
h
L
T
も
伐
げ
す
る

4
J
の
と
考
え
ら
れ
る

η

L！メ人民半、 G2 'l lお＇ l部＇ 20;2.c . 



5 

除
尺
別
闘
の
規
定
寸
士
一
池
山
す
、
～
き
で
な
い
こ
と

叫究ノ I-

い
わ
ゆ
る
戦
後
補
佐
パ
品
川
三
、
［
以
大
幻
法
的
ラ
円
Y
L
Iる
の
は
、
除
斥
叩
川
胡
で
あ
ろ
う
υ

、L
の
」
一
に
つ
い
て
は
、
次
の
球
ー
一
か
ら
、
本
件
に
は
壮
一
坪
期
閣
の
規
去
は
泊
目
さ
れ
る
へ
き
て
以
い
、

yh
占
考
え
る
つ

（

1
J
f防
長
口
組
事
以
り
場
台
、
と
の
パ
ヤ
ル
肢
に
お
い
て
も
、

除
斥
奴
向
壮
一
旭
川
史
U
J

べ
き
で
注
い

い
わ
か
る
予
防
校
稀
宅
は
の
一
川
家
賠
償
靖
求
訴
訟
に
お
レ
て
、
段
高
裁
的
小
ひ
げ
結

γ成
一
つ
年
ー
ハ
日

一
一
日
判
決

一、民集
I
h

団
号
一
（
ゾ
八
仁
口
ハ
）
ぽ
、
次
U
J
う
に
注
ヘ
、
松
山
一
片
山
町
丸
紅
心
選
川
を
排
除
し
た
c

し
か
し

一

円

l

こ

ド
l
久
川
d
J
l出

ーフ

l
1
7
v

お
よ
を
権

を
の
心
神
虫
失
の
品
川
が
当
該
不
必
行
為
に
告
白
す
る
ぬ
ム
口
で
み
っ
て
も

被
害
苔
は

山
三

J
か
た
》
f
hい
可
1
乞

E
C
J
m
V
5へ
｝
ノ
ア
｝

1
1
1
f
I
J
I
F－－

J
4
〈

b

ム
げ
に
二
C
午
が
経
過
L
た
と
い
う
こ
と
の
み
か
れ
も
っ
て
汚
C
梧
利
行
使
が
許
さ
れ
州
市
い
こ
と
「
な

る
反
面
、

心
神
喪
失
心
除
川
h
q
L

？
三
た
加
中
lwr
は、

々

oh
の
粁
過
に
よ
っ
て
舟
生
よ
注
目
義
務
J
Y
H
1
れ
る
結
果
と
な
り
、
し
ヱ
し
く

義
・
公
ゅ
ー
の
刑
Y
A
f
r］
九
反
ナ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
ね
な
い
に
そ
つ
す
る
と
、
少
な
く
と
も
ん
は
の
？
o
h
m

－4
入
場
な
に
み
つ
て
は
、

hvi
ユ日板
hL
一一

さ
を
保
設
す
る
必
泌
が
あ
る
こ
と
は
、

F

川
記
川
町
効
の
場
九
円
と
同
行
叫
で
あ
わ
、
そ
の
限
度
で
民
法
七
二
同
条
品
川
段
の
効
了
ハ
デ
乞
制
限
す
る
ヤ

／ 
｝ 

に
も
か
な
え
と
い
h

つ
べ
き
で
あ
る

c

も
ζ

よ
り
、

除
－
弔
問
閣
の
例
外
を
片
山
く
認
め
た
の
で
は
、

州
川
別
の
事
情
を
恰
象
し
て
、

除
日
午
山
崎
刊
た
る
」
乙
の
主
味

I
l－－J
伝
わ
ち
、

宝
ー
利
関
係
心
強
制
的
確
定
吉
凶
る
ー
ー
が
決
却
3
札
、
安
当
で
な
い
こ
と
は
い
つ
ま
で
も
な
い

し
か
し
な
が
ら
、
仁
記
伝
川
刀
重
波
注
炭
素
；
「
子
、
考
点
し
て
い
る
と
こ
ろ
－
U
、
子
γM岬
品
目
也
被
害
者
か
心
件
喪
宍
状
能
山
に
あ
る
、
ア
乙

↑一、、
J

一一

ド
ド

d

J

K

お
よ
そ
議
叩
刊
行
使
小
不
一
円
詑
で
あ

7γ
、
こ
い
う
事
情
は

上
下
が
い
川
内
主
ア
怖
に
類
似
「
る

F

寸
つ
に
ヨ
わ
孔
る
口

す
J

J

げもわち、

記
H
K判
J
h

、
一
内
心
4
M

一
夫
に
よ
っ
て
被
究
者
が
心
村
山
川
、
一
失
に
桁
い
り
権
利
れ
債
を
巣
に
し
U
F
J

な
か
コ
た
こ
と
を
人
4
山H
J
し /._" 

~ 
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亡
、
凹
が
次
的
号
支
任
pe

免
れ
る
も
の
L
Y

す
れ
ば
、
そ
れ
は
若
し
く
王
義
公
μ
ー
の
原
則
に
反
す
る
、
と
い
ス
考
え
方
に
立
脚
す
る
、
も
の
と

川淵
ν
、
ら
れ
る
わ

、L
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
本
行
に
ー
も
引
で
は
ま
る
乙
い
う
へ
き
と
あ
る
な
ぽ
な
ら
、
本
門
町
市
弁
つ
は
、

九
v
J
L
r
可の
1j
一lU
H
交

円
絞
川
以
r
m
心
r
H
町
出
で
は
、

2
？
？
つ
に
考
え
て
も
、

本
れ
訴
訟
を
持
起
L
q
J

る
、
」
こ
は
白
人
可
花
C
占
め
っ
た
。

は
、
中
川
］
り
は
紅
訂
以

長
に
伴
い
い
わ
ゆ
る
党
独
裁
体
引
が
総
和
さ
れ
だ
L
に
九
（
い
一
年
代
に
J

ヘ
ノ
て
ひ
ら
、

よ
う
や
く
こ
の
よ
う
な
泌
訟
が
り
設
に
な
っ
た

の
で
7

め
る
と
与
え
ら
札
7
G
c

札
ね
斥
期
間
L

一
い
う
同
誌
の
巴
吉
川
を
わ
が
凶
が
受
付
る
こ
と
は
安
当
で
ほ
い

さ
ら
に
、
没
注
ナ
る
よ
う
に
、
竹
隔
は
、
戦
没
一

R
Lて
じ
一
一

に
よ
る
相
ρ
同
殺
の
遂
行
に

し
て
肖
定
的
な
態
度
を
と
っ
て

さ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
真
相
究
明
の
た
め
の
硫
極
的
作
為
な
れ
〉
て
き
し
f
と
は
い
い
が
た
い
し

こ
の
よ
号
之
、
加
主
］
文
U

？
／
一
グ
一
軒
い
さ
れ
る
旬
。
－
刻
協
々
に
工
的
、
、
｝
〈
U

程
心
根
主
口

ωγν

在
日
公
ゼ
コ
ら
悶
謀
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る

か
ら
、
一
以
：
円
つ
の
品
訟
必
起
訴
の
只

4
の
透
滋
は
、
ー
ば
は
わ
が
同
が
そ
の
以
肉
を
な
し
て
し
る
と
一
門

U
cる
を
川
行
な
い

寸7

F
る
と
、
凶
は
一
方
で
は
豆
一
実
関
係
の
隠
阪
ケ
仏
っ
て
涼
F

百
ら
の
出
石
川
を
国
崎
な
ー
ら
の
と
〕
、
他

H
で
は
白
川
自
の
み
一
円
で
あ
る
い
同
法
ヒ

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

M
条
後
段
に
払
っ
て
、
法
的
支
仔
を
免
れ
る
、
こ
い
、
ぺ
計
制
j
也
、
あ
な
が
為
的
は
ず
れ
で
は
』
仏
い
」
と
に
な
ろ
っ
つ
阪
に
内
閣
古
主

支
関
係
に
つ
い
て
、
ヤ
一
と
さ
ら
に
隠
散
や
お
っ
て
き
だ
の

九
、
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
ア
で
、
な
お

KA法
？
〕
二
阿
条

仲
間
口
は
「
円
、
ふ
り
涯
が
立
勺
ー
を
免
れ
る
こ
エ
は
、
十
人
宇
治
り
リ
義
公

1
日
一
原
則
に
民
一
G
J
γ
Q
J

も
の
こ
い
ラ
え
ら
れ
る
n

L！メ人民半、 G2 'J 187' 187 '20;2. c. 



6 

戦
仇
院
の

υ
法
不
作
為
の
ぎ
脳
性

叫究ノ I-

以
L
L

の
士
つ
に
、
牛
科
い
で
は
、
刈
夜
段
布
行
ぬ
と
い
っ
当
初
の
お
ニ
u
行
為
に
つ
き
、
凶
の
γ
引
法
’
打
川
吋
↑
十
一
一
祉
を
今
日
な
お
問
い
う
る
と

与
え
る
が
、
ぞ
れ
乙
併
せ
て
、
戦
後
の
M
門
会
が
紋
凶
立
法
を
制
定
L
て
こ
な
か
っ
十
一
、
／
｝
い
う
げ
法
不
作
為
に
つ
い
て
も
、
同
家
賠
償

法
条
一
泊
引
の
泊
射
が
認
め
ら
れ
る
い
〈
田
中
わ
れ
る
。

も
3

乙
？
も
、
ャ
の
白
川
を
は
H
J止
す
る
た
め
に
は
、
以
一
一
け
ド
右
干
の
論
円
、
に
つ
い
て
の
考
察
小
不
司
欠
セ
あ
ゐ
。

～
1
一
立
法
義
務
正
存
在

お
よ
そ
利
五
心
不
作
為
犯
の
成
i
h
r
、
行
為
表
札
伐
の
ん
仔
r

一
吉
安
件
と
「
る
よ
う
に
、
立
法
不
作
為
1
ぐ
い
ろ
小
作
為
U
P
I

公
持
刀
mv
達

十
戸
川

2
1
Jす九

；
J

／

1
1
 

H
、
体
的
な
立
法
義
務
が
存
在
「
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

例
会
が
当
該
諜
務
に
反
し
て
不
汁
為

レ
ニ
寸
伍
さ
れ
る
た
め
に
は
、

と
一
は
い
う
る
こ
じ
〆
が
必
民
ご
あ
る
つ

さ
ら
い
九
、
凶
会
が
当
設
立
法
義
務
己
反
し
て
不
作
為
状
件
い
F

ピ
維
持
し
た
、
と
一
川
い
う
る
た
め
に
は
、

一むのへ
u
日
的
期
間
の
従
前
が

支
件
と
ふ
る

v

ヤ
の
法
川
町
は
、

い
わ
ゆ
る
票
の
主
み
の
絡
主
主
め
ぐ
る
良
品
川
バ
ト
へ
法
延
昭
和
r
l
一八ヰ

一
月
七
ヨ
判
決
（
民
集
一
仁

筏
九
円
ん
v

説
、
ぶ
さ
れ
る
ム
円
引
J

一
的
期
間
内
に
お
け
ゐ
同
店
主

と
い
う
、
法
改
主
の
い
わ
ば
泊
予
期
間
ケ
認
め

問
一
日
と
が

亡
い
る
こ
乙
の
ろ
ら
に
点
、
刻
、
れ
て
い
る
の

そ
れ
で
は
、
本
件
で
問
冠
t
な
る

の
T
h

作
為
｛
以
？
に
「
牛
件
止
法
ぶ
作
為
と
い
っ
）
は
、

l
記
の
具
体
的

止
法
話
務
の
存
布
、
九
U
4ハ
ι
出
町
財
閥
り
花
氏
官
っ
こ
い
う
つ
の
史
料
い
を
満
た
す
と
い
え
る
で
あ
ろ
h
h
M
。

イ
「
ぺ
体
的
止
法
表
款
の
存
住

ま
ず
、
以
治
？
リ
法
一
ゲ
↓
制
定
1J
べ
さ
円
ハ
体
町
立
法
義
務
の
存
抗
と
い
う
点
で
あ
る
が
、

↓
壬
又
山
ド
M
r
」
ザ
ぁ
、

一

J
i
l
t－

L

同
会
は
ぶ
範
な
山
法
裁
円
旦
を
右
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ず
る
か
ら
、
ぞ
の
以
丙
之
、
〕
亡
、
ハ
臣
、
体
的

v
法
義
務
が
同
会
に
諌
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
羽
で
あ
る

J

し
か
3

〆
な
が
ら
、
裁
量
棒
も
場
企
に
よ
コ
て
は
そ
の
組
問
が
け
汎
絡
し
、

義
的
な
義
務
へ
と
転
化
ー
え
る

V、
' ィコ

人
一
岬
）
口ル

火
大
川
f
J
U

ふと
v

」（ノバァ、中品、

j
1
7
1
1
j
j
l
v
 
沼
会
は
、

い
か
な
る
手
順
な
い
し
十
り
法
で
放
済
を
長
現
γ
Y
G
治
に
つ
い
て
は
立
法
政
同
引
を
江
川
お
L
て
い
る

／
）
考
え
ら
れ
る
が
、
お
よ
目
て
政
済
止
法
を
制
定
「
る
か
じ
日
い
か
と
い
h
n
L
n
に
つ
川
て
は
、
裁
奇
心
人
心
地
は
そ
も
で
も
存
仕
し
な
い
と

与
え
ら
れ
る
。

な
J

ぜ
な
ら
、
当
該
被
害
以
、
田
円
本
軍
に
E
F
F
る
七
二
部
践
に
よ
っ
て
引
き
厄
こ
さ
れ
に
も
の
と
考
え
ら
れ
、
前
述
U
よ
う
に
、

当
該
細
ト
岡
山
間
市
わ
ね
は
当
時
の
わ
や
か
凶
C
L
l
権
的
行
為
か
ら
逸
脱
L
I
J
O
心
と
巴
わ
れ
る
の
で
為
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
が
凶
は

え
I
K
I
L
一

l
条
の
f
H任
を
免
れ
な
い
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
小
凶
は
役
じ
史
人
口
付
寸
7
9
松
市
山
賎
伯
立
に
い
を
版
行
す
る
法
的
義
務
を
右
計
る

」
と
に
λ
？ム
M
d

と
こ
ろ
で

半
件
目
早

E
、
つ
は
、
反
く
は
ら
わ
が
国
の
裁
判
所
に
出
訴
、
f
る
」
と
が
宇
い
工
不
叶
能
た
状
態
に
円
h
わ
い
て
い
た
の
む
あ

る
か
、
之
町
一

j

山出町古
t
m償
泊
を
裁
判
r
吋
mr
一
円
（
体
的
に
μ
完
走
す
る
機
会
z
B
h
h
什
持
、
μ

な
か
っ
た
じ
ま
た
、
被
半
一
が
単
な
る
金
銭
円
始
協
の
み
で

寸7

は
な
く
、
肉
体
的
・
川
神
的
以
内
問
遺
症
ピ
汁
ず
る
か
人
γ的
活
療
捨
資
「
を
助
［
明
日
ト
ー
る
こ
と
で
、

初
め
て
ど
へ
効
的
に
設
計
さ
れ
h

つ
る
性
貨
の

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

も
の
三
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
で
も
裁
判
！
の
紋
メ
の
に
は
限
庄
が
あ
る
こ
乙
に
な
る
〉

こ
の
で
勺
に
、
本
件
被
古
川
が
多
角
的
な
散
点
か
ら
の
救
消
昨
日
笠
を
必
弘
、
二
ト

3
J

令
も
の

被
害
の
椅
岐
に
つ
き
尺
作

〕
ム
〕
粂
心
主
民
午
ー
を
ノ
只
う
わ
が
一
円
ζ

し
て
は
、
当
該
責
汗
を
共
体
的
敗
訴

v
法
な
川
し
ノ
仁
政
卜

ド
ホ
つ

F
L
f
、

戸

｝

｛

’

↑

一

通

d

v

れ
4

J

J

可

、

、

斗

以

一
義
的
に
求
仇
り
ら
れ
て
き
た
、
こ
い
ぶ
こ
と
に
な
る
n

さ
ら
に
、
法
的
主
義
の
設
白
川
子
ら
は
、

E
氏
。
汁
山
間
や
肘
斤
に
伝
常
的
な
作
用

を
及
ぼ
す
υ叫
ん
口
の
み
チ
り
ず
、
校
需
品
出
包
一
両
家
伶
出
に
も
や
は
り
法
作
の
根
拠
が
必
山
女
で
d

わ
る
、
と

weえ
ら
れ
る

（
村
会
常
川
〈
説
）
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、、
Jrノ
L
ふて

い
じ
め

l
l
、円
μ

：v
』

帝

イ

b
、

ぶ
刺
け
仙
川
中
の
f
ぺ
治
ち
と
い
的
と
す
る
具
体
的
法
作
の
制
と
が
、
国
会
の
ふ
義
的
な
刊
為
義
務
ご
あ
り
い
引
け
た
と
い
三

l

叫究ノ I-

へ
き
仕
の
で
為
る
の

へ
い
）
ふ
在
的
期
間
の
徒
過

以
ト
か
ら
、

v
法
に
払
る
救
済
以
い
外
に
は
泊
切
な
救
済
対
置
は
忘
り
お
な
い
’
乙
一
は
い
た
る
に
も
か
か
わ
ら

半
件
被
害
に
つ
い
℃
は
、

ず
、
？
中
」
ム
ム
は
似
い
ら
か
一
り
適
切
一
ぽ
げ
法
灯
置
を
諒
I
る
と
い
う
怠
味
て
心
義
的
な
す
一
法
義
務
z
V
｝来

一
〉
〕
な
く
、
没
川
兆
三
市
作
品
状

そ
U
結
果
、
被
害
朽
の
多
〈
が
査
切
な
紋
叫
叶
ポ
山
山
間
を
受
日
る
こ
ー
と
な
く
死
ー
し
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
苧
バ
－
か
で
糸
る
よ
う

ι、
ず
で

に
と
沿
っ
に
今
理
的
な
泊
予
期
間
J
U
徒
過
し
て
し
ま
っ
こ
い
る
υ

こ
の
よ
う
に
、
H

自
ハ
私
的
立
法
義
務
の
必
在
も
肯
定
さ
れ
、
ム
ロ
埋
的
期
間
も
徒
過
し
た
、

げ
け
一
い
不
作

二、、一九ノ
e
2
K
A
r
－－ご
3

、T
I
L

ムザ泊、

J
L
L
t
v
－d

r

ノ，
h

i

I

」イ

L

J

i

rA日
戸
国
ハ
作
的
ー
己
μ
兼
務
に
違
反
し
、

叫』「一国川山
4
r
h

I
L
l
－
 

条

mh
の

「
公
権
力
の
達
、
汗
い
な
行
使
」
と
い
い
う
る
段
階
に
立
ち
至
コ
て
い
る
こ
じ
〆
内

？ι 
る

フ
、
ム
存

At投
川
一
小
制
門
以
判
刊
の
解
釈

け弘法
T
h

作
品
が
凶
民
法
条
凶
恨
の
「
公
権
力
の
沢
法
江
戸
土
使
／
一
一
寸
い
う
る
十
一
め
に
は
、
上
記
川

J

よ
う
に
H
パ
外
的
リ
弘
法
義
務
選
民

と
ム
口
述
的
規
制
幻
従
過
が
一
一
叫
、
え
れ
ば
庁
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

、
」
の
」
刊
に
つ
き
、
閉
山
の
い
わ
か
る
在
泡
投
票
制
中
引
い
た
ー
は
、

i
y
A
、
な
る
命
誌
を
徒
不
し
て
い
る
よ
う
で
あ
（

οの
亡
、
こ
の
時

問
の
意
義
」
／
牛
刊
に
検
討
ム
n
J

る。

可
度
引
刑
す
れ
ば
、
最
判
は
、

民
会
一
一
議
い
い
の
立
法
ノ
汀
込
巧

筆
者
、
正

は
、
立
法
の
し
内
容
が
憲
法
正
一
義
的
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公
文
百
に
達
反
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
「
凶
会
が
あ
え
て
当
一
議
v
法
を
行
う
と
い
た
ノ
ご
と
き
、
谷
易
に
知
乏
し
段
い
y

せ
つ
な
例
外
的

z任
以
均
台
で
な
い
限
り
、
図
説
賠
信
渋
条
同
2

の規｛一
ι
の
適
以
一
卜
、
選
法
主
計
仰
を
A
y
け
な
い
、

と
つ
F

つ
ノ
」

イ）
1

立
法
判
祥
「
リ
弘
法
行
為
い
分
論

こ
こ
で
最
判
は
、

一J
J
一
戸
川
二
対
芥
1

こ一

u
法
行
為
（
ケ
川
内
不
作
品
を
〈
円
む
n

氏
、
司
じ
「
ど
り
正
一
別
を
論
じ
て
J

る
り
で
あ

る
。
す
沿
わ
ら
、
及
川
河
は
ま
恥
法
八

条
に
よ
れ
、
宗
法
こ
法
令
等
心
秒
台
刊
に
つ
い
て
の
オ
t
比
桂
木
川
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

当
該
権
担
は
、

も
っ
ぱ
ら

？

P
L
4いや、
J

火

に
叫
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
す
な
わ
L

ら
、
設
判
所
が
寸
法
主
人
H
C
対
象
と
す
る
の
は
、
山

、七
白円一

つ
亡
、
立
法
行
為
そ
の
も
の
で
は
以
レ
c

こ
れ
に
対
し
に
、

出
帆
品
パ
ハ
ー
恥
償
請
求
訴
訟
で
リ
法
行
為
に
よ
る
沼
山
中
什
の
賠
償
が

求
め
ら
れ
る
1r
き
に
は
、
当
然
に
ゃ
か
ら
、
【
リ
ム
レ
む
お
そ
の
ー
も
の
の
迷
憲
達
点
作
が
予
わ
れ
る
の
♂
で
ト
め
る
わ

こ
の
よ
う
に

げ
け
一
い
内
在

の
注
意
性
と

M
M
r
c

ー
も
区
別
さ
れ
る
へ
き
t

で
為
る

の
同
賠
訟
〕

」
の
こ
1
／
十
別
の
観
白
川
か
ら
百
い
去
什
は

次
の
ょ
っ
に
必
ろ
っ
。
す
な
わ
ち

出
批
判
円
山
川
が
ム
出
作
心
中
身
を
」
広
沖
制
定
後
に
注
意
L
Y

判

断

rJる
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
凶
門
会
議
一
同
一
い
よ
る
斗
技
法
沖
L
C
J
法
行
為
わ
〈
白
ち
に
途
幸
山
思
決
と
な
す
7
0
（
り
で
は
な
い
、
と
い
ふ

こ、？とで↓あヲ
q
v

寸7

こ
の
、
ぞ
つ
な
田
原
判
の
開
剛
山
ー
の
背
此
慨
に
は
、
い
わ
ゆ
る
倹
祭
囚
賄
事
件
で
崎
市

ν才
じ
れ
て
し
る
一
士
つ
な
、
職
務
行
為
茶
刊
時
説
（
検
察
，
口

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

の
公
訴
出
府
起
の
凶
賠
法
上
の
適
法
、
J

件司法は

よJ
J

る
説
）
こ
河
）
ね
の
発
想
が
あ
ろ
う
υ

げ
法
者

公
訴
刊
札
足
時
を
草
川
黙
と
し
て
判

J
v
fわ
り
ぬ
の
時
け
山
？
を
茶
砕
い
J

l

）
て
、
止
法
行
、
品
川
円
什
仲
の
台
市
思
選
立
一

7

－
d
u
t叫
ん
｝
、

ぺ
台
ド
ー
ー
と
い
え
の
で
あ
る

さ
う
に
、
長
河
J
u
間叫が

γ
る
さ
つ
に
、
佐
々
の
窓
会
立
一
成
ハ
づ
い
ヘ
ヱ
E
民
心
代
表
（
定
法
問
一
条
）
子
し
て
、
己
し
札
！
の
政
治
h
粂
に
従
っ

て
つ
出
な
投
票
／
わ
ぬ
が
か

J

る
こ

P
Tぜ
密
法
は
閉
山
待
！
ば
て
お
り
、
そ
の
集
積
で
あ
る
べ
刊
に
げ
の
川
一
容
が
、
事
後
約
に
政
判
所
に
よ
っ
て
港
憲

で
あ
る
と
せ
法
事
任
さ
れ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
レ
っ
て
当
相
の
J
法
／
什
片
付
ふ
ぷ
て
が
出
賠
法
ー
一
違
法
と
な
る
も
の
で
は
ヨ
レ
、

J
い
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つ
副
島
了
、
、
什
見
受
け
つ
れ
る
c

叫究ノ I-

百
一
長
引
幻
「
元
自

の
意
味

以
卜
の
鮫
立
に

i
つ
最
刊
の
九
四
法
は
、
分
な
一
抗
符
力
を
芥
コ
も
の
ミ
あ
る
乙
↓
コ
い
う
る

J

し
か
し
な
が
ら
、
ミ
う
解
ず
る
か
？
ニ

、d
J

一、、

i
記
長
判
に
よ
り
、
f
J
V

作
、
行
為

を
7b
防
法

t
況
よ
』
違
法
C
占
め
る
と
す
る
余
地
が
お
A

そ
な
〈
な
る
、

へV
法
J

ハ
作
為
z
ぜん円ユい））

λ日
叫
に

ζ

ぃ
、
っ
、
ア
こ
は
は
い

ま
す
徐
に
、
ニ
円
以
栄
村
け
に
工
つ
？
υ
法

の
一
義
的
な
文
一
μ
に
没
反
し
て
い
ヨ
る
に
J

わ
か
か
わ
ら
ず
J

五
ム
日
が
あ
え
に
心
l

つ
点
立
法
を
行
う
と
し
い
ミ
ノ
P

一
と
一
芳
一
、
と
h
唱
う
部
分
は
、
叫
す
る
に
、
窓
会

五
り
市
は
い
リ
法
M
間
波
文
弱

工
リ
法
不
υ
為
が
問
題

と
さ
れ
て
い
る
ぬ
合
に
は
長
沼
μ

一
義
的
な
山
民
義
片
品
川

J

が
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

M
門
会
げ
が
当
該
表
以
内
げ
を
為
、
入
て
来
た
き

何百いい勿へ

fbγ
信
寸
も
の
と
解
さ
れ
る
そ
し
て
、

4
Fは
り

義
的
義
務
C
F汀
ボ
円
は

十

4
1
J
〉

l
｛
？
？
し

義
的
な
r

入
己
一
と
い

占

〉

〉

〉

ぶ

ふけば
Lh
ハd
よ
札
、
d
f
＼
」
ヲ

実
際
に
は
志
伝
解
釈
い
よ
っ
て
し
ト
判
明
し
、
G
い。

判
を
挙
げ
れ
ば
、

さ
ぎ
の
刑
法
改
十
一
で
削
除
さ
れ
三
川

い
わ
ゆ
る
尊
？
仇
殺
人
野
J

ぜ
ん
じ
め
一
、
ぃ
ー
ん
と
が
、

か
つ
て
最
凶
裁

ヂペノ、
uh勾

牛
車

υ日
h

、

5
4定
宗
判
決
が

F
さ
れ
た
同
足
立
pf
凶
会
が
お
安
夜
店
3
ぜ
る
こ
と
い
巾
’
あ
る
と
す
れ
ば
、
与
の
的
士
山
で
す
で
に
、
ー
止
法
の
内
将
が
査

法
の
一
義
的
な
丈
百
に
定
広

J

て
し
る
し
f

二
日
い
う
る
で
あ
ろ
っ

J
て
の
場
合
に
閃
恒
と
な
る
憲
法
規
ー
に
は
、

一
四
条
ゐ
唱
の
「
法
の

十

i、

へ
の
）
市
川
悼
ー
で
あ
る
力
、
こ
の
「
で
？
な
村d
象
的
な
正
↓
一
」
は
み
れ
自
体
こ
し
て
は
お
よ
そ
臼
治
的
に

土
高
性
を
右
い
さ
な
い
に
も

か
か
わ

b
ず
、
尊
属
殺
人
非
の
伝
活
d
作
に
際
し
て
は
、
「
士
吟
止
の
義
的
な
文
一
門
に
違
反
し
て
い
る
」
、

y

し
い
い
え
る
の
と
あ
る
。

さ
う
に
、
文
一
言
乙
し
て
む
法
条
文
が

義
的
で
あ
γ
C
、
ζ

い
う
場
台
は
、
統
治
機
能
の
郊
の
規
定
を
の
そ
け
ば
、

ほ
ζ

ん
ど
存
在

L
な
J

ご
い
ゥ
て
よ
い
n

中
也
件
一
九
条
は
憲
法
山
ハ
の
な
か
引
は
か
白
川

義
性
心
古
川
い
部
績
で
忘
る
が
、
あ
の
規
定
に
つ
い
て
さ
、
三
き

ま
ざ
ま
の
解
釈
が
人
り
氏
、
れ
て
レ
る
、
ア
こ
は
、
い
M
，
矧
の
山
岳
下
柄
で
去
る
c
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こ
の
「
ざ
い
、
忍
法
条
ら
へ
の
一
義
性

ζ

は
、
仁
へ
た
り
小
な
り
解
釈
に
仏
有
に
ど
一
れ
訟
の
で
あ
っ
て
、
上
記
の
況
判
、
、
ヘ
文
字

ど
お
り
正
一
可
解
釈
に
切
の
ι石
川
；
ず
な
い
、
と
い
う
厳
柊

「
弔
問
刊
」
を
一
u
コ
た
ー
も
の
で
は
な
い
と
ぶ
つ
え
ら
れ
る
」

、L
の
よ
う
に
、
元
山
刊
の
一
義
性

の
治
日
時
叩
を
者
緩
や
か
に
対
す
る
こ
乙
は
、

最
刊
の

J
ι

拝
早
川
附
に
民
一
j

る
も
の
で
は
ヨ
い
υ

長
判
は
、

忘
の
よ
う
は
J
U

論（
j
u

倶
拠
と
し
ζ
、
川
遣
の
寸
つ
に
、
低
々
の
点
一
性
が
白
出
な
投
票
行
動
を
似
降
犬
、
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
J

ど
い
た
が
、

そ
の
斗
山
も
、

に
t
佐
立
さ
れ
た
段
高
裁
の
迂
窓
判
渋
谷
材
、
を
踏
ま
え
、
そ
の
範
一
匹
内
一
の
？
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
行
げ
い

併
し
と
も
、

判
会
議
員
の
一

d
l門口
ド

h
条
の
口
自
主
不
当
に
円
九
云
う
も
の
で
は
伝
h
q
h

な
J

ぜ
な
ら
、
同
市
高
円
以
に
よ
る
法
ヘ
リ
連
憲
判
決
心
湖
わ
は
、
モ
ー
れ

U
体
は
叶
波
法
令
の
廃
止
と
司
、
J
R同町
JK対
日
前
～
z
規
ん
じ
わ
ハ
中
る

謀
長
判
決
心
一
般
的
幼
刀
）

将
来
い
円
惜
性
心
ー
リ
、
い
い
が
存
皮
～
ば
さ
れ
た
場
ム
「
に
は

判
例
と
し
こ
再
投
mv
達

を
ふ
刊
す
匂
も
の
で
は
な
い
が

憲
判
決
を
も
た
ら
十
？
と
と
を
一
両
い
確
半
で
予
想
さ
せ
る
も
の
で
み
）
Q

F

L
も
か
か
わ
ら
ず
、
迫
髭
引
い
決
b
L
f百
で
為
、
凡
て
何
戊
f
J
V

付いす

る
結
合
に
は
、
ご
の
よ
う
は
縄
戦
的
な
凶
会
議
民
心
政
い
か
い
粂
の
は
肢
と
骨
量
す
る
よ
り
も
、

と
っ
て
被
害
を
受
け
る
阿
T

八内

い
川
「
る
同
の
た
償
記
長
む
す
べ
き
で
－
…
ゐ
M
J
P
り
て
ゐ
る
〈
」

「
ハ
）
良
判
の
「
ザ

円

w
p
J
K

〈

ι
1
1
1

寸7

さ
ら
い
れ
い
わ
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
以
判
が
？
川
り
法
行
為
の
違
憲
性
に
つ
い
て
の

「
義
性
L

J

乞
安
λ
J
〆J
に
い
る
よ
う
に
見
え
る
部
分
は
、

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

文
脈
八
日
体
ー
し
て
は
、
一
的
不
に
す
ぎ
な
い
と
情
ず
る
余
地

Eめ
る
、

乙
い
う
こ
こ
で
あ
る
。
「
り
法
の
内
び
が
憲
法
の
詩
的
な
ィ
人
一
一
汁

に
違
反
ー
て
い
る
に
も
か
か
り
、
レ
ノ
ず
臼
会
が
あ
え
て
、
一
政
げ
法
を
行
つ
と
い
う
ご
y
し
き
、
容
易
に
惣
止
1
J担
い
ミ
な
例
外
的
立
場

ムロ」

ζ

い
う
長
崎
の
一
J
h
刊
し
は
、
山
ヘ
す
る
に
、
ー
容
易
に
惣
｛
疋
）
〆
峨

γ
Aう
な
恢
外
的
な
場
合
」

に
h
υ
Q
Y
M
あ
り
、

」

7 

ぎf

ー
ノ
行

hμ
『

N

C

一守口一フ

一
、
一
素
性
」

z
／
己
づ
っ
部
分
）
は
、
字
、
は
後
干
部
分
の
た
め
心
開
不
に

い
、
と
「
憎
し
、
つ
る
の

C
占めるハ

こ
の
よ
可
仁
刻
、
え
れ
ば
、
十
引
乙
刊
の
最
判
刊
の

行
叩
は
、
換
一
二

yれ
ば
、
一
ぺ
Z
J仏
の
義
的
内
容
に
照
ら
し
て
述
憲
で
お
る
に
も
か
か
わ

コ
リ
f
d
H
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ら
ず
、
あ
え
て
r

法
す
る
と
い
っ
た
場
介
に
同
散
す
る
よ
う
な
、

い
上
う
ん
品
例
外
的
な
場
ん
は
と
い
う
意
味
と
な
る

叫究ノ I-

す
な
わ
ふ
り
、
憲
法
の
い
人
↓
コ
ト
の
ー
一
義
性
を
、
円
以
判
そ
れ
河
内
吋
弘
一
必
須
の
ー
も
の
ず
あ
る
と
よ

J

え
て
い
な
い
と
い
え
こ
と
に
な
る
。

、L
の
よ
う
な
、
元
山
刊
の
或
什
う
ん
ぬ
七
心
部
F

刀
を
例
示
と
捉
え
る
w
八
日
清
は
、
ず

J

で
に
さ
き
の
高
名
な
ハ
シ
セ
ン
病
日
賠
訴
訟
花
本

4
3吋
に
お
い
て
も
、
ぷ
問
、
と
れ
ζ

い
た
よ
弓
に
忠
や
れ
る
。

な
お
、
日
判
決
に
つ
パ
て
は
、
控
訴
を
圧
が
断
念
L
に
陀
に
わ
に
交
表
さ
れ
γ

「
山
政
財
十
戸
川
！

最
有
山
恥
刈
慨
に
の
闘
一
鮎

に
お
い
て

がけ払
l
く
批
判
さ
れ
て
い
る
乙
し
か
し
な
が
ら
、
最
判
日
体
に
一
一
認
の
よ
う
な
解
釈
の
余
地
が
分
vi
－－u
る
一
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ

う
な
玖
吋
に
よ
る
判
決
批
判
は
、
当
事
者
2
し
ょ
品
判
の
は
引
で
注
さ
れ
る
も
の
ぞ
は
い
と
は
、
寸
法
権
の
独
一
υ
を
脅
か
す
も
の
と
芯
わ

か
ね
と
い
日
」
1r
に
一
山
出
向
位
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

v

ご
と
細
部
散
布
行
為
と
戦
後
の
巴
υ
民
不
作
為
し
｝
の
悶
係

以
ト
か
、
り
、
i
v
J
M
M
不
作
為
の
違
憲
品
t
f

山
川
件
、
一
一
件
に
お
い
て
も
一
門
い
う
る
と
考
え
る
が
、
メ
れ
と
は
例
制
心
開
店
と
し
て
、
勺
初
（
U
－

川
川
書
散
布
行
為
に
よ
る
旧
制
中
に
対
い
で
、
戦
後
の
立
法
小
作
rdは
凶
果
関
係
J

ど
も
「
る
か
、
と
い
う
問
川
西
が
あ
る
「

こ
の
ト
川
に
つ
い
て
は
、
次
の
、
で
つ
に
考
え
る
c

す
な
わ
ち
、
戦
村
氏
の
げ
ぷ
凶
は
、
判
憲
法
の

F
で
川
汁
出
発
、

J

と
が
、
戦
時
川
に
党
E

、J

た
臼
読
と
し
て
の
法
的
只
日
什
に
つ
い
て
は
、
巾
コ
拭
な
が
コ
吋
一
人
棋

H

〆
了
）
て
戦
後
J

さ
が
継
、

J

て
い
る
、
こ
の
三
三
は
、
戦
後
心
悼
会

が
、
指
古
川
町
詰
責
任
お
一
ご
v

他
の
H
、
体
的
紋
凶
作
品
を
、
適
切
な
リ
法
に
二
一
て
ど
t
司
ヲ
べ
き
で
あ
っ
三
一
と
を
旨
味
「
ノ
る
が
、
可
肱
川

に
、
こ
の

rfつ
は

v一
法
が
こ
れ
わ
な
い
、
ア
乙
に
よ
っ
ザ
｛
、
、
当
初
日
被
害
」
／
一
民
定
化
L
、
そ
の
刊
絞
を
妨
け
ト
り
で
お
る
n

こ
の
こ
こ
は
、
中
な
る
慨
お
八
珊
／
7
L
て
そ
の
よ
う
に
一
門
い

は
な
く
、
事
柄
の
性
質
か
ら
も
そ
の
し
さ
に
口
J

う
る
。
な

咋
乙
な
ら
、
川
相
土
開
放
F

仰としい
q

乙
た
む
殊
芯
加
山
ム
口
r什
九
州
に
つ
レ
て
は
、
そ
の
防
疫
や
治
癒
力
法
な
ど
の
研
究
を
も
は
ゆ
く
し
と

L
～仁一
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隊
を
か
っ
て
い
附
し
た
わ
け
ア
国
が
も
っ
と
も
佼
主
の
回
復
措
置
主
容
易
に

A
hノ
汽
る
い
｝
は
い
し
た
か
つ
て
あ
ゐ

以
L
L
か、山

J

、

戦
伎
の
之
げ
法
ぶ
作
品
ー
も
、
そ
の
被
バ
円
、
布
図
定
化
L
司
伐
を
対
げ
た
、

と
い
う
伐
に
お
い
て
沼

品
川
仰
の
被
生
川
に
対
3

〆で、

来
関
係
を
そ
十
ず
る
ハ
当
初

い
わ
ば
時
司
を
悶
亡
た
け
ハ
河
T

ハ
日
行
為
的
な
関
係
に
げ
ハ
プ
ニ

、
戦
依
の
立
川
中
山
小
作
為
ぐ
は
、

併
す
る
口

7 

。2
1
N
W
品、川主
l
大生

〈
一
l
d
p
（

1
1
1
1
1

本
音
一
九
世
田
は
、
も
つ
↑
ば
ら
法
律
訟
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
没
後i
わ
か
巴
孜
前
川
が
仁
一
一
部
滋
際
保

て
、
こ
と
大
ら
な
お
散
を
行
っ
て
き
た
も
の
で
丸
る
か
尚
か
に
つ
い
て
は

半
ヤ
九
一
ヤ
｝

J

ヤ
示
、

三

n
f
b
l
J
F

こ
こ
で
は
、
前
町
転
出
に
ー
リ
一
法
不
汁
為
と
中
i
I
A山
被
需
と
の
同
県
民
係
L

つ
い
て
記
Lrl一
こ
と
が

内
田
町
に
よ
る
ぼ
蔽
に
つ
い
て
b

同
体
に
成
け
ー
υ
つ
こ
と
バ
一
け
を
時
認
し
て
h
m

き
た
い

8 

3

3
）
一

主
才
i
f
j卜

寸7

以
卜
い
ぷ
件
彼
叩
士
↓
の
司
法
的
η
川
市
を
妨
げ
る
多
々
の
法
的
ヘ
師
点
二

J

き
、
ふ
れ
ら
を
ず
で
け
い
出
え
る
べ
く
立
論
を
亘
ね
た
っ

止出向？湾；O) L＇」iト口同日1

本
刊
亡
す
＆
4
7

た
る
ん
γ
当
の
一

つ
に
リ
法
T

川
作
為
こ
い
λ

J
哩
J
、
が
や
叫
が
う
て
い
る
ぷ
つ
に
、

本
来
は
、
Y
7
し
た
戦
後
補
佐
の
事
案
は
J

法
的
に
別
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

L
か
し
な
が
ら

立
法
過
程
に
お
い
て
は
司
法
過
程
に
お
け
る
よ
つ
に
、
年
一
）
リ
の
品
川
J
d
r
干

4μ
出
ム
告
訴
論
ト
f

注
さ
れ
る
引
い
い
ιみ
が
整
備
さ
れ
て
い
γ

匂
わ
け
で
は
な
（
、

）
つ
守
「
て

ー：サペ
J
V

さ
ま
ざ
ま
の
政
治
的
な
駆
け
引
き
や
出
訟
の
積
ym

重
が
か
、
聞
本
政
な
止
法
を
陪
h
〕
、
｝
／
）
も
あ
れ
ば
、
J

八
日
弘
、
立
返
巡
を
も
た
ら
す
こ
午
、
り
あ
る

U

と
り
わ
け
、
雨
後
端
債
と
レ

3
重
い
子
！
？
に
つ
レ
て
は
、
被
害
心
段
治
の
要
併
を
客
則
一
訂
に
詠
じ
る
よ
ち
よ

J

れ
［
ろ
、
涜
義
的
な
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意
味
で
の
戦
争
支
任
の
品
目
非
主
砕
け
た
い
と
い
う
川
市
存
的
多
決
意
比
に
科
コ
亡
、
立
法
も
ん
停
山
、
二
一
μ
一
も
で
あ
ろ
う
「

叫究ノ I-

事
析
が
政
治
的
立
為
る
い
れ
も
か
か
む
ら
ず

政
治
過
料
れ
が
必
ず
I

U

も
事
案
の
対
決
に
こ
う
て
有
利
な
ぬ
と
は
な
い

こ
の
で
勺
に

／
）
い
う
場
与
が
、
少
数
な
カ
ら
存
J

仏
ず
る
の
で
あ
り
、
戦
後
保
信
は
ま

3
に

の
門
（
出
向
で
あ
る
よ
っ
に
忠
？
わ
れ
る
。

こ
の
－
寸
つ
な
場
市
川
で
は
、
事
例
け
政
治
性
を
町
山
刊
に
z
J
V
作
、
小
川
担
に
す
べ
て
を
委
ね
る
、

と
、
土
つ
裁
斗
一
川
口
JA
会
骨
骨
は
適
切
と
は
い
え
な

い。
1

じ
し
ろ
、
政
治
泣
程
が
適
切
日
投
前
引
法
ん
と
淡
々
ζ

叩
定
し
う
る
よ
う
な
川
町
域
づ
〈
り
の
坊
に
し
て
、

l
法
は
当
凶
の
H
、
体
的

事
案
に
つ
レ
＼
司
法
と
し
と
の
通
刊
の
判
断
道
程
乞
は
く
し
て
ゆ
く
、
｝
と
mN
望
正
し
い

U

h

｝U
ょ
う
芯
以
ら
れ
に
当
事
者
に
川
け
す
る
え
体
的
政
治
一
一
札
こ
か
、

4

リ
法
お
ら

υ法
ヘ
の
内
径
の
投
け
還
し
と

L
て
有
効

J

げ
よ
い
で
占
的
つ

て
、
近
時
主
ま
川
地
主
げ
ら
れ
る
と
こ
F

勺
心
、
原
合
ぃ
同

J

叶
判
決
に

常
利
し
て
主
出
的
解
決
中
片
J

に
柑
L

む
と
い
う

T
「いは、

こ
と
に
戦
後
補
償
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
、
」
と
ん
は
同
離
で
あ
る
と
杭
慌
七
J

れ
る

F
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